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１．自動車整備事業の実態の概要について（速報値）

１１．．自自動動車車整整備備事事業業場場数数（（年年度度別別：：福福島島県県内内））

認証工場
指定工場
(指定割合)

合　計

・認証はH30年度、指定はR1年度をピークに減少に転じている

２２．．自自動動車車保保有有台台数数（（年年度度別別：：福福島島県県内内））（（HH3300年年度度～～RR44年年度度））

登録車
軽自動車
(軽の割合)

合　計

　

３３．．新新車車新新規規登登録録・・届届出出台台数数（（年年度度別別：：福福島島県県内内））

登録車

軽自動車

(軽の割合)

合　計

・新型コロナウイルス感染症の影響による生産台数の減少と推測

福島運輸支局検査・整備・保安部門

・令和４年度は前年度比で登録車は減少、軽自動車は増加

自自動動車車整整備備事事業業のの実実態態のの概概要要ににつついいてて（（速速報報値値））

・令和４年３月末の自動車整備事業場数　１，８８２事業場
・認証工場　１，２６９工場       指定整備工場　６１３工場（３２．６％）

4年度

1,656,294

692,685
41.9%

1,653,472

2年度 3年度

86,046 85,828

686,624
41.4%

1,657,793

687,890
41.6%

1,654,067

42.3%

1,655,502

691,214

・登録車は減少、軽自動車は若干の増加。

76,668 66,974 69,746

39.4% 39.3% 42.3%38.1% 38.9%

30年度対比

75.6%
89.9%

41.7%

1,294
618
32.3%

1,912

621
1,282

32.6%

1,903

30年度 1年度

615
32.5%

1,890

1,269 1,269
613
32.6%

1,882

965,080 960,787 955,880

613
32.6%

1,882

30年度 1年度 2年度 3年度 4年度

32,781 33,365 30,245 26,331 29,477

30年度 1年度 2年度 3年度 4年度
53,265 52,463 46,423 40,643 40,269

699,622
971,169 966,177

1,275
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１１．．自自動動車車整整備備事事業業場場数数（（年年度度別別：：福福島島県県内内））

認証工場
指定工場
(指定割合)

合　計

・認証はH30年度、指定はR1年度をピークに減少に転じている

２２．．自自動動車車保保有有台台数数（（年年度度別別：：福福島島県県内内））（（HH3300年年度度～～RR44年年度度））

登録車
軽自動車
(軽の割合)

合　計

　

３３．．新新車車新新規規登登録録・・届届出出台台数数（（年年度度別別：：福福島島県県内内））

登録車

軽自動車

(軽の割合)

合　計

・新型コロナウイルス感染症の影響による生産台数の減少と推測

福島運輸支局検査・整備・保安部門

・令和４年度は前年度比で登録車は減少、軽自動車は増加

自自動動車車整整備備事事業業のの実実態態のの概概要要ににつついいてて（（速速報報値値））

・令和４年３月末の自動車整備事業場数　１，８８２事業場
・認証工場　１，２６９工場       指定整備工場　６１３工場（３２．６％）

4年度

1,656,294

692,685
41.9%

1,653,472

2年度 3年度

86,046 85,828

686,624
41.4%

1,657,793

687,890
41.6%

1,654,067

42.3%

1,655,502

691,214

・登録車は減少、軽自動車は若干の増加。

76,668 66,974 69,746

39.4% 39.3% 42.3%38.1% 38.9%

30年度対比

75.6%
89.9%

41.7%
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1,890
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1,882
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30年度 1年度 2年度 3年度 4年度

32,781 33,365 30,245 26,331 29,477

30年度 1年度 2年度 3年度 4年度
53,265 52,463 46,423 40,643 40,269

699,622
971,169 966,177

1,275

0
500

1,000
1,500
2,000

30年
度

1年度 2年度 3年度 4年度

指定工場

認証工場

0
500,000

1,000,000
1,500,000
2,000,000

30年
度

1年度 2年度 3年度 4年度

軽自動車

登録車

0

50,000

100,000

30年
度

1年度 2年度 3年度 4年度

軽自動車

登録車

− 2− − 1−



４４．．継継続続検検査査台台数数（（年年度度別別：：福福島島県県内内・・登登録録車車））

持込検査
指定整備
(指定整備率)

合　計

５５．．継継続続検検査査のの推推移移（（月月別別：：福福島島県県内内・・指指定定整整備備・・登登録録車車））
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

3年度 27,064 24,727 30,698 28,069 24,673 29,879 25,853 27,859 24,200 22,388 26,710 39,331
4年度 24,457 25,243 29,327 26,560 25,444 30,167 27,201 29,191 25,644 24,949 29,021 41,808

６６．．継継続続検検査査のの推推移移（（月月別別：：福福島島県県内内・・持持込込検検査査・・登登録録車車））
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

3年度 10,339 8,977 10,304 9,985 8,287 10,051 8,936 8,709 8,021 7,213 8,214 11,880
4年度 9,290 8,790 10,432 9,429 8,569 10,256 9,455 9,070 8,288 7,538 9,011 13,141

・令和４年度は持込検査・指定整備ともに増加

・令和４年度は、前年と比較し前半５ヶ月は減少傾向、、以降は増加傾向

・持込検査についても前年と比較し前半５ヶ月は減少傾向、、以降は増加傾向

75.0%

440,613 436,309

74.9% 75.5% 74.8% 74.9%

446,129 442,367 452,281

110,574 107,083 112,435 110,916 113,269
330,039 329,226 333,694 331,451 339,012
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４４．．継継続続検検査査台台数数（（年年度度別別：：福福島島県県内内・・登登録録車車））

持込検査
指定整備
(指定整備率)

合　計

５５．．継継続続検検査査のの推推移移（（月月別別：：福福島島県県内内・・指指定定整整備備・・登登録録車車））
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

3年度 27,064 24,727 30,698 28,069 24,673 29,879 25,853 27,859 24,200 22,388 26,710 39,331
4年度 24,457 25,243 29,327 26,560 25,444 30,167 27,201 29,191 25,644 24,949 29,021 41,808

６６．．継継続続検検査査のの推推移移（（月月別別：：福福島島県県内内・・持持込込検検査査・・登登録録車車））
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

3年度 10,339 8,977 10,304 9,985 8,287 10,051 8,936 8,709 8,021 7,213 8,214 11,880
4年度 9,290 8,790 10,432 9,429 8,569 10,256 9,455 9,070 8,288 7,538 9,011 13,141

・令和４年度は持込検査・指定整備ともに増加

・令和４年度は、前年と比較し前半５ヶ月は減少傾向、、以降は増加傾向

・持込検査についても前年と比較し前半５ヶ月は減少傾向、、以降は増加傾向

75.0%

440,613 436,309

74.9% 75.5% 74.8% 74.9%

446,129 442,367 452,281

110,574 107,083 112,435 110,916 113,269
330,039 329,226 333,694 331,451 339,012
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４４．．継継続続検検査査台台数数（（年年度度別別：：福福島島県県内内・・登登録録車車））

持込検査
指定整備
(指定整備率)

合　計

５５．．継継続続検検査査のの推推移移（（月月別別：：福福島島県県内内・・指指定定整整備備・・登登録録車車））
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

3年度 27,064 24,727 30,698 28,069 24,673 29,879 25,853 27,859 24,200 22,388 26,710 39,331
4年度 24,457 25,243 29,327 26,560 25,444 30,167 27,201 29,191 25,644 24,949 29,021 41,808

６６．．継継続続検検査査のの推推移移（（月月別別：：福福島島県県内内・・持持込込検検査査・・登登録録車車））
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

3年度 10,339 8,977 10,304 9,985 8,287 10,051 8,936 8,709 8,021 7,213 8,214 11,880
4年度 9,290 8,790 10,432 9,429 8,569 10,256 9,455 9,070 8,288 7,538 9,011 13,141

・令和４年度は持込検査・指定整備ともに増加

・令和４年度は、前年と比較し前半５ヶ月は減少傾向、、以降は増加傾向

・持込検査についても前年と比較し前半５ヶ月は減少傾向、、以降は増加傾向

75.0%

440,613 436,309

74.9% 75.5% 74.8% 74.9%

446,129 442,367 452,281

110,574 107,083 112,435 110,916 113,269
330,039 329,226 333,694 331,451 339,012
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− 2−



７７．．一一事事業業場場当当たたりりのの継継続続検検査査台台数数（（令令和和４４年年度度：：福福島島県県内内））

持込工場
持込工場平均

指定工場
指定工場平均

８８．．ＯＯＳＳＳＳ申申請請にによよるる継継続続検検査査台台数数（（登登録録車車：：福福島島県県内内））
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

3年度 12,658 12,208 15,736 14,077 12,388 15,491 13,475 15,557 12,724 13,189 15,980 23,905
指定申請率 46.8% 49.4% 51.3% 50.2% 50.2% 51.8% 52.1% 55.8% 52.6% 58.9% 59.8% 60.8%
4年度 13,245 14,331 17,132 15,349 15,319 18,194 15,964 17,958 14,737 16,308 19,042 27,537

指定申請率 54.2% 56.8% 58.4% 57.8% 60.2% 60.3% 58.7% 61.5% 57.5% 65.4% 65.6% 65.9%

・指定工場では一工場平均で８４８台
・持込工場では一工場平均で１６３台

613 339,012 180,876 519,888

553 295 848

・令和４年度は前年同月比で５％程度上昇

89 74 163

事業場数 登録車 軽自動車 合計台数
1,269 113,269 93,597 206,866
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２．特定整備事業者の関係法令抜粋について
  

２．特定整備事業者の関係法令抜粋 

 
道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）及び道路運送車両法施行規則（抜粋） 
（自動車特定整備事業の種類） 

第７７条 自動車特定整備事業（自動車（検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。）の特定整備を行う事業をい

う。以下同じ。）の種類は、次に掲げるものとする。 

一 普通自動車特定整備事業（普通自動車、四輪の小型自動車及び大型特殊自動車を対象とする自動車特定整備事業

をいう。） 

二 小型自動車特定整備事業（小型自動車及び検査対象軽自動車を対象とする自動車特定整備事業をいう。） 

三 軽自動車特定整備事業（検査対象軽自動車を対象とする自動車特定整備事業をいう。） 

 

（認証） 

第７８条 自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、

地方運輸局長の認証を受けなければならない。 

２ 自動車特定整備事業の認証は、対象とする自動車の種類を指定し、その他業務の範囲を限定して行うことができる。 

３ 自動車特定整備事業の認証には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 

４ 前項の条件は、自動車特定整備事業の認証を受けた者（以下「自動車特定整備事業者」という。）が行う自動車の特

定整備が適切に行われるために必要とする最小限度のものに限り、かつ、当該自動車特定整備事業者に不当な義務を

課することとならないものでなければならない。 

 

（申請） 

第７９条 自動車特定整備事業の認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出

しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その役員の氏名 

二 自動車特定整備事業の種類 

三 事業場の所在地 

四 前条第二項の規定により業務の範囲を限定する認証を受けようとする者にあつては、対象とする自動車の種類その

他業務の範囲 

２ 前項の申請書には、その申請が次条第一項各号に掲げる要件に適合するものであることを証する書面を添付しなけ

ればならない。 

３ 地方運輸局長は、自動車特定整備事業の認証を申請した者に対し、前二項に規定するもののほか、その者の登記事

項証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。 

 

（認証基準） 

第８０条 地方運輸局長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは、自動車特定整備事業の認証を

しなければならない。 

一 当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 

二 申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。 
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イ 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過

しない者 

ロ 第九十三条の規定による自動車特定整備事業の認証の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者（当

該認証を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所に関する第百三条第二

項の公示の日前六十日以内に当該法人の役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を

有するものを含む。ニにおいて同じ。）であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。） 

ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該

当するもの 

ニ 法人であつて、その役員のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者があるもの 

２ 前項第一号の規定による基準は、自動車特定整備事業の種類別に自動車の特定整備に必要な最低限度のものでな

ければならない。 

 

道路運送車両法施行規則 

（認証基準） 

第５７条 法第八十条第一項第一号の事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。 

一 事業場は、常時分解整備をしようとする自動車を収容することができる十分な場所を有し、且つ、別表第四に掲げる

規模の屋内作業場及び車両置場を有するものであること。 

二 屋内作業場のうち、車両整備作業場及び点検作業場の天井の高さは、対象とする自動車について分解整備又は点

検を実施するのに十分であること。 

三 屋内作業場の床面は、平滑に舗装されていること。 

四 事業場は、別表第五に掲げる作業機械等を備えたものであり、かつ、当該作業機械等のうち国土交通大臣の定める

ものは、国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものであること。 

五 事業場には、二人以上の分解整備に従事する従業員を有すること。 

六 事業場において分解整備に従事する従業員のうち、少なくとも一人の自動車整備士技能検定規則の規定による一級

又は二級の自動車整備士の技能検定（当該事業場が原動機を対象とする分解整備を行う場合にあつては、二級自動車

シャシ整備士の技能検定を除く。第六十二条の二の二第一項第五号において同じ。）に合格した者を有し、かつ、一級、

二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数（その数に一未満の端

数があるときは、これを一とする。）以上であること。 

 

 

（変更届等） 

第８１条 自動車特定整備事業者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その事由が生じた日から三十日以

内に、地方運輸局長に届け出なければならない。 

一 氏名又は名称及び住所 

二 法人にあつては、その役員の氏名 

三 事業場の所在地 

四 事業場の設備のうち国土交通省令で定める特に重要なもの 

２ 自動車特定整備事業者は、その事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出

なければならない。 
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道路運送車両法施行規則 

（変更届出事項） 

第５８条 法第八十一条第一項第四号に規定する事業場の設備は、屋内作業場の面積又は間口若しくは奥行の長さとす

る。 

 

（相続、合併及び分割） 

第８２条 自動車特定整備事業者について相続、合併又は分割（自動車特定整備事業を承継させるものに限る。）があつ

たときは、相続人（相続人が二人以上ある場合において、被相続人の死亡後三十日以内にその協議により事業を承継す

べき相続人を選定したときは、その者）、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により自動車

特定整備事業を承継した法人は、自動車特定整備事業者のこの法律の規定による地位を承継する。 

２ 前項の規定により自動車特定整備事業者の地位を承継した者は、その事由の生じた日から三十日以内にその旨を地

方運輸局長に届け出なければならない。 

 

（標識） 

第８９条 自動車特定整備事業者は、事業場において、公衆の見やすいように、国土交通省令で定める様式の標識を掲

げなければならない。 

２ 自動車特定整備事業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。 

 

道路運送車両法施行規則 

（標識の様式） 

第６２条 法第八十九条の様式は、第二十号様式による。 

 

（自動車特定整備事業者の義務） 

第９０条 自動車特定整備事業者は、特定整備を行う場合においては、当該自動車の特定整備に係る部分が保安基準

に適合するようにしなければならない。 

 

（特定整備記録簿） 

第９１条 自動車特定整備事業者は、特定整備記録簿を備え、特定整備をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しな

ければならない。 

一 登録自動車にあつては自動車登録番号、第六十条第一項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両

番号、その他の自動車にあつては車台番号 

二 特定整備の概要 

三 特定整備を完了した年月日 

四 依頼者の氏名又は名称及び住所 

五 その他国土交通省令で定める事項 

 

２ 自動車特定整備事業者は、当該自動車の使用者に前項各号に掲げる事項を記載した特定整備記録簿の写しを交付

しなければならない。 
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３ 特定整備記録簿は、その記載の日から二年間保存しなければならない。 

 

道路運送車両法施行規則 

（分解整備記録簿の記載事項） 

第６２条の２ 法第九十一条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 分解整備時の総走行距離 

二 第六十二条の二の二第一項第五号に規定する整備主任者の氏名 

三 自動車分解整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号 

 

（設備の維持等） 

第９１条の２ 自動車特定整備事業者は、当該事業場に関し、第八十条第一項第一号の規定による基準に適合するよう

に設備を維持し、及び従業員を確保しなければならない。 

（遵守事項） 

第９１条の３ 自動車特定整備事業者は、第八十九条から前条までに定めるもののほか、自動車の整備についての技術

の向上、適切な点検及び整備の励行の促進その他自動車特定整備事業の業務の適正な運営を確保するために国土交

通省令で定める事項を遵守しなければならない。 

 

道路運送車両法施行規則 

（自動車分解整備事業者の遵守事項） 

第６２条の２の２ 法第九十一条の三の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 法第四十八条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業に係る料金を当該事業場におい

て依頼者の見やすいように掲示すること。 

二 法第四十八条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業の依頼者に対し、必要となると認

められる整備の内容及び当該整備の必要性について説明し、料金の概算見積りを記載した書面を交付し、又はこれを記

録した電磁的記録を提供すること。 

三 依頼者に対し、行つていない点検若しくは整備の料金を請求し、又は依頼されない点検若しくは整備を不当に行い、

その料金を請求しないこと。 

四 道路運送車両の保安基準に定める基準に適合しなくなるように自動車の改造を行わないこと。 

五 事業場ごとに、当該事業場において分解整備に従事する従業員であつて一級又は二級の自動車整備士の技能検定

に合格した者のうち少なくとも一人に分解整備及び法第九十一条の分解整備記録簿の記載に関する事項を統括管理さ

せること（自ら統括管理する場合を含む。）。ただし、当該事項を統括管理する者（以下「整備主任者」という。）は、他の事

業場の整備主任者になることができない。 

六 整備主任者であつて次に掲げるものに運輸監理部長又は運輸支局長が行う研修を受けさせること。 

イ 整備主任者として新たに届け出た者 

ロ 最後に当該研修を受けた日の属する年度の末日を経過した者 

七 エアコンディショナーが搭載されている自動車の点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、みだりに当該エアコ

ンディショナーに充填されているフロン類（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成十三年法律第

六十四号）第二条第一項に規定するフロン類をいう。）を大気中に放出しないこと。 
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八 他人に対して法若しくは法に基づく命令若しくは処分に違反する行為（以下この号において「違反行為」という。）をす

ることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他人が違反行為をすることを助けないこと。 

２ 自動車分解整備事業者は、整備主任者に関する次に掲げる事項を、自動車分解整備事業の開始の日又は次に掲げ

る事項に変更のあつた日から十五日以内に、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。 

一 届出者の氏名又は名称及び住所 

二 整備主任者が統括管理業務を行う事業場の名称及び所在地 

三 整備主任者の氏名、生年月日及び統括管理業務の開始の日 

３ 前項の届出書には、同項第三号の者が一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格したことを証する書面を添

付しなければならない。 
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３．自動車特定整備事業者の皆様へのお願いについて
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特定整備の概要

特定整備の概要 （特定整備の定義）
 

特特定定整整備備のの定定義義

• 特定整備とは、「分解整備」に該当するもの、または「電子制御装置整備」に該当するものをいう。
（道路運送車両法施行規則第三条第1項）

• 「分解整備」 → 従前どおり（同条第1項～第7項）

• 「電子制御装置整備」 → 今回追加（同条第8項及び第9項）
かじ取り装置又は制動装置の作動に影響を及ぼす作業・・・（同条第8項）
自動運行装置の取り外しその他の当該装置の作動に影響を及ぼす作業・・・（同条第9項）

【【特特定定整整備備ととははⅠⅠ、、ⅡⅡままたたははⅠⅠ＋＋ⅡⅡ （（＝＝ⅢⅢ））をを指指すす】】

（（ⅠⅠ））
分分解解整整備備

（（ⅡⅡ））
電電子子制制御御装装置置整整備備

特定整備の概要 （（電電子子制制御御装装置置整整備備のの対対象象ととななるる作作業業））

 

市販車に搭載されてい
る、前方をセンシングする
ためのデバイスの例
カメラ（単眼／複眼）、ミリ波
レーダー、赤外線レーザー

複眼カメラ

（スバルHPより）

カメラ・ミリ波レーダー複合型

（レクサスHPより）

自動車の安全な運行に直結するものや、整備作業の難易度が高い（整備要領書やスキャンツールの活用が必
要）ものとして、以下の作業を特定整備の対象となる作業（電電子子制制御御装装置置整整備備作業）とする。

電電子子制制御御装装置置整整備備のの対対象象ととななるる作作業業

①① 自自動動運運行行装装置置の取り外しや作動に影響を及ぼすおそれがある整備・改造

②② 衝衝突突被被害害軽軽減減制制動動制制御御装装置置（いわゆる「自動ブレーキ」）、自自動動命命令令型型操操舵舵機機能能（いわゆる「レーン
キープ機能」）に用いられる、前方をセンシングするためのカメラ等の取り外しや機能調整（※）
※ カメラを接続したことをECUに認識させるコーディング作業や、

カメラを取り外さずに行う光軸調整など、上記の取り外しを伴わない整備・改造

③③ ①①、、②②にに係係るるカカメメララ、、レレーーダダーー等等がが取取りり付付けけらられれてていいるる車車体体前前部部（（ババンンパパ、、ググリリルル））、、窓窓ガガララススのの脱脱着着

※ その後、カメラ等の機能調整が必要となるため

（→）

Lv3
以上

Lv3
未満

 

特定整備の対象装置名 現状の保安基準 今後の見込み

自動運行装置(Lv３以上のもの) なし
令和２年５月までに基準を策定（改正法の

公布から１年以内）

衝突被害軽減制動制御装置

（自動ブレーキ）

大型車は装備

義務あり※

乗用車は令和３年１１月以降の新型車から

義務付け

自動命令型操舵機能

（レーンキープ）

装備する場合、

基準あり

乗用車、貨物車ともに既に装備している車

種（例：最新型のRAV4、フーガ、ロッキー等）

が販売されており、順次拡大の見込み

• 電子制御装置整備の対象自動車は、保安基準に定められている装置を備えている自動車。
• 電子制御装置整備の対象自動車に係る情報は、自動車使用者や整備事業者が利用しやすいよ

うホームページ等で提供。

〈〈 保保安安基基準準のの設設定定状状況況 〉〉

保安基準の施行（H24, 3/12） 装備義務付け（新型 H30, 11/1, 継続R3, 11/1）

対象でない 全て対象基準の先取りなどで、対象となる
（保安基準がかかる）ものもあれば、

対象でないものも存在

新しい年式旧年式

〈〈 ※※衝衝突突被被害害軽軽減減制制動動制制御御装装置置装装備備のの一一例例（（車車両両総総重重量量88  tt  ～～2200  tt  のの貨貨物物自自動動車車）） 〉〉

特定整備の概要 （電子制御装置整備の対象となる自動車）

電電子子制制御御装装置置整整備備のの対対象象ととななるる自自動動車車
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特定整備の概要 （（電電子子制制御御装装置置整整備備のの対対象象ととななるる作作業業））

 

市販車に搭載されてい
る、前方をセンシングする
ためのデバイスの例
カメラ（単眼／複眼）、ミリ波
レーダー、赤外線レーザー

複眼カメラ

（スバルHPより）

カメラ・ミリ波レーダー複合型

（レクサスHPより）

自動車の安全な運行に直結するものや、整備作業の難易度が高い（整備要領書やスキャンツールの活用が必
要）ものとして、以下の作業を特定整備の対象となる作業（電電子子制制御御装装置置整整備備作業）とする。

電電子子制制御御装装置置整整備備のの対対象象ととななるる作作業業

①① 自自動動運運行行装装置置の取り外しや作動に影響を及ぼすおそれがある整備・改造

②② 衝衝突突被被害害軽軽減減制制動動制制御御装装置置（いわゆる「自動ブレーキ」）、自自動動命命令令型型操操舵舵機機能能（いわゆる「レーン
キープ機能」）に用いられる、前方をセンシングするためのカメラ等の取り外しや機能調整（※）
※ カメラを接続したことをECUに認識させるコーディング作業や、

カメラを取り外さずに行う光軸調整など、上記の取り外しを伴わない整備・改造

③③ ①①、、②②にに係係るるカカメメララ、、レレーーダダーー等等がが取取りり付付けけらられれてていいるる車車体体前前部部（（ババンンパパ、、ググリリルル））、、窓窓ガガララススのの脱脱着着

※ その後、カメラ等の機能調整が必要となるため

（→）

Lv3
以上

Lv3
未満

 

特定整備の対象装置名 現状の保安基準 今後の見込み

自動運行装置(Lv３以上のもの) なし
令和２年５月までに基準を策定（改正法の

公布から１年以内）

衝突被害軽減制動制御装置

（自動ブレーキ）

大型車は装備

義務あり※

乗用車は令和３年１１月以降の新型車から

義務付け

自動命令型操舵機能

（レーンキープ）

装備する場合、

基準あり

乗用車、貨物車ともに既に装備している車

種（例：最新型のRAV4、フーガ、ロッキー等）

が販売されており、順次拡大の見込み

• 電子制御装置整備の対象自動車は、保安基準に定められている装置を備えている自動車。
• 電子制御装置整備の対象自動車に係る情報は、自動車使用者や整備事業者が利用しやすいよ

うホームページ等で提供。

〈〈 保保安安基基準準のの設設定定状状況況 〉〉

保安基準の施行（H24, 3/12） 装備義務付け（新型 H30, 11/1, 継続R3, 11/1）

対象でない 全て対象基準の先取りなどで、対象となる
（保安基準がかかる）ものもあれば、

対象でないものも存在

新しい年式旧年式

〈〈 ※※衝衝突突被被害害軽軽減減制制動動制制御御装装置置装装備備のの一一例例（（車車両両総総重重量量88  tt  ～～2200  tt  のの貨貨物物自自動動車車）） 〉〉

特定整備の概要 （電子制御装置整備の対象となる自動車）

電電子子制制御御装装置置整整備備のの対対象象ととななるる自自動動車車

特定整備の概要 （経過措置）

  

• 改改正正法法施施行行のの際際、、現現にに電電子子制制御御装装置置整整備備にに相相当当すするる事事業業をを経経営営ししてていいるる整整備備事事業業者者において

は、施行日から起算して４年を経過する日までの間は、認証を受けるための準備期間として、引

き続き、当該事業を経営することができる。

• 令令和和２２年年３３月月３３１１日日ままででにに事事業業場場でで電電子子制制御御装装置置整整備備にに該該当当すするるよよううなな作作業業をを行行っったたここととののああるる
事事業業者者はは、、令令和和６６年年３３月月３３１１日日ままででのの間間はは、、行行っったたここととののああるる作作業業をを引引きき続続きき行行ううここととががででききるる

経経過過措措置置

難難ししいいののでで、、言言いい換換ええるるとと・・・・・・

• 電電子子制制御御装装置置整整備備にに該該当当すするるよよううなな作作業業ととはは、、次次のの例例にに示示すすよよううなな作作業業

（（例例１１））エエンンジジンン等等のの積積みみ降降ろろししののたためめのの、、ババンンパパのの脱脱着着作作業業（（エエーーミミンンググはは行行わわなないい））

（（例例２２））前前面面窓窓ガガララススのの交交換換作作業業（（エエーーミミンンググはは行行わわなないい））

（（例例３３））ババンンパパのの脱脱着着作作業業やや前前面面ガガララススのの交交換換作作業業にに加加ええててエエーーミミンンググままででをを行行うう

※※電電子子制制御御装装置置整整備備対対象象車車ににつついいてて、、令令和和２２年年３３月月３３１１日日ままででにに行行っったたここととののなないい電電子子制制御御装装置置
整整備備をを行行うう場場合合ににはは、、電電子子制制御御装装置置整整備備のの認認証証をを受受けけるる必必要要ががああるる

• 保保安安基基準準がが適適用用さされれてていいるる車車ははももととよよりり、、適適用用さされれてていいなないい車車にに備備ええらられれたた衝衝突突被被害害軽軽減減制制動動制制御御装装置置（（いいわわゆゆるる「「自自動動ブブ

レレーーキキ」」））、、自自動動命命令令型型操操舵舵機機能能（（いいわわゆゆるる「「レレーーンンキキーーププ機機能能」」））にに係係るる整整備備ででああっっててもも、、「「相相当当すするる作作業業」」ととししてて認認めめらられれるる

• 経経過過措措置置のの対対象象ととななるる事事業業者者はは、、車車体体整整備備事事業業者者やや、、自自動動車車ガガララスス修修理理業業者者もも該該当当
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（別添） 

電子制御装置整備の認証要件チェックシート 

 

 このチェックシートは、事業者の皆様が電子制御装置整備（以下、「特

定整備（電子）」という。）の認証をいつまでに受ける必要があるか、また、

認証を受けるために必要な要件は何かを確認して頂くためのものです。 

 

１．これまでに事業場で車のバンパーや前面ガラスの脱着を行ったことが

ある、または令和２年３月３１日までに行う。            

（はい・いいえ） 

 

２．これまでに事業場で車のエーミング作業を行ったことがある、または

令和２年３月３１日までに行う。                

（はい・いいえ） 

 

★１．および２．で「はい」を選択された方 

→令和６年３月３１日までは、上記すべての作業を行うことができます。 

令和６年４月１日以降、特定整備（電子）対象車のバンパーや前面ガラ

スの脱着またはエーミング作業を行う場合には、特定整備（電子）の認

証を受ける必要がありますので、令和６年３月３１日までに特定整備

（電子）の認証を受けてください。３．に進んでください。 

★１．または２．で「いいえ」を選択された方 

→令和２年４月１日以降は、実施したことのある範囲の作業のみ引き続き

行うことができますが、「いいえ」を選択した作業（特定整備（電子）対

象車に係る作業に限る）を行うためには、特定整備（電子）の認証が必

要となります。 

令和６年４月１日以降、特定整備（電子）対象車のバンパーや前面ガラ

スの脱着またはエーミング作業を行う場合には、特定整備（電子）の認

証を受ける必要がありますので、令和６年３月３１日までに特定整備

（電子）の認証を受けてください。３．に進んでください。 

 

 

 

 

（経過措置） 

 初めに、特定整備（電子）の認証をいつまでに受ける必要があるかに

ついて、次の問いに対する回答に○印をつけてください。 
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３．特定整備（電子）の認証を受けようとする自動車の範囲はどこまでで

すか。該当する車種に○印をつけてください。つけたら４．に進んでく

ださい。        

（普大・普中・普小・普乗・小四・小三・軽） 

 

＜作業場＞ 

４．次の表を確認し、３．で選択した車種に該当する電子制御装置点検整

備作業場の要件（赤枠内）を満足する作業場が事業場内にありますか（電

子制御装置点検整備作業場は点検作業場、車両整備作業場または完成検

査場と兼用ができます。）       

（ある・ない） 

 

           

★４．で「ある」を選択された方 

→作業場の寸法要件は満足しています。５．に進んでください。 

★４．で「ない」を選択された方 

→離れた作業場の利用または設備の共用を行うことで作業場の要件を満

足する場合があります。詳しくは運輸支局または整備振興会にご相談く

ださい。５．に進んでください。 

 

 

 

 

（特定整備（電子）の認証要件） 

 次に、特定整備（電子）の認証を受けるために必要な要件について、

次の問いに対する回答に○印をつけてください。 
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＜作業機械等＞ 

５．次の要件について、事業場内で準備できていますか。 

・水準器 

・整備用スキャンツール（技術基準に適合したもの） 

・少なくとも１車種のエーミング作業が実施できるターゲットを入手す

る手段 

・整備要領書またはパソコンやインターネット環境 

（はい・いいえ） 

 

★５．で「はい」を選択された方 

→作業機械等の要件は満足しています。６．に進んでください。 

★５．で「いいえ」を選択された方 

→不足するものを準備する必要があります。詳しくは運輸支局または整備

振興会にご相談ください。６．に進んでください。 

 

＜工員＞ 

６．特定整備（電子）に係る整備主任者として選任する予定の方について、

その方が持っている整備士資格の（ ）内に人数を記入してください。 

①１級小型自動車整備士（  ）名  ②２級自動車整備士（  ）名   

③車体整備士（  ）名       ④電気装置整備士（  ）名 

 

→①の資格をお持ちの方はそのまま整備主任者に選任ができます。 

②～④の資格をお持ちの方を整備主任者として選任する場合には講習

を受講し、試問に合格して頂く必要があります。 

（注意！） 

現在分解整備の整備主任者として選任されている方について、事業場

が特定整備（電子）の認証を受けると、上記の要件に満足しない整備主

任者は、分解整備を含め、特定整備の整備主任者としての統括管理業務

は行えなくなりますのでご注意ください（この取扱いについては、説明

会資料 P18 に詳しく掲載しています。） 

また、③または④の資格をお持ちの方は講習を受講し、試問に合格す

れば特定整備（電子）の整備主任者として選任はできますが、分解整備

の整備主任者として選任はできません。７．に進んでください。 

 

７．＜作業場＞、＜作業機械等＞及び＜工員＞の要件を満足すれば特定整

備（電子）の認証を申請することができます。このチェックシートでは

最低限の要件を確認しましたので、申請にあたっては運輸支局または整

備振興会にご相談ください。 
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指定整備事業者以外の方は、これでチェックは終了です。 

事業場に戻られましたら、再度皆様でチェックしてみてください。 

 

 

８．これまでに事業場でエーミングまでの作業（バンパー又は前面ガラス

交換＋エーミング作業（バンパー又は前面ガラス交換を外注した場合も

含む））を行ったことがある、または令和２年３月３１日までに行う。  

（はい・いいえ） 

 

★８．で「はい」を選択された方 

 令和６年３月３１日までに特定整備（電子）の認証を受けてください。

令和６年４月１日以降は、特定整備（電子）の認証を受けていないと、

特定整備（電子）の対象車に保安基準適合証等を交付することができな

くなります。 

★８．で「いいえ」を選択された方 

 令和３年９月３０日までに特定整備（電子）の認証を受けてください。 

令和３年１０月１日以降は、特定整備（電子）の認証を受けていないと、

特定整備（電子）の対象車に保安基準適合証等を交付することができな

くなります。 

 

これでチェックは終了です。 

事業場に戻られましたら、再度皆様でチェックしてみてください。 

 

本日は大変お疲れさまでした。 

（指定整備事業者に限る） 

 最後に、指定整備事業者が特定整備（電子）の対象自動車に保安基準

適合証を交付することができる期限について、次の問いに対する回答に

○印をつけてください。 
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２．OBD検査導入背景の紹介
近年、運転支援等の技術の進化・普及が急速に進展する中、自動ブレーキや自動車間距離制御（ACC）装置が搭載
された自動車が増えています。それに伴い、それらの電子装置の不具合による事故も発生しています。
これら運転支援等を制御する電子装置に誤作動が発生した場合、重大事故等につながるおそれがあることから、電
子装置に関する機能検査の必要性が高まっていますが、現在の自動車の検査では電子装置の機能確認には対応して
いません。

最近の自動車には、電子制御装置の状態を監視して、故障を記録するOBD（車載式故障診断装置）が搭載されてい
ます。OBDにスキャンツールを接続することで、OBDに記録されたDTC（故障コード）を確認することができま
す。

この技術を活用し、DTC（故障コード）確認による合否判定を行うOBD検査を自動車の検査に導入し、運転支援等
の技術に用いられる電子装置に対する機能確認を行うことになりました。
OBD検査の適用開始は令和6年10月以降です。

電子制御装置の誤動作による事故を防ぐ
ための機能確認としてOBD検査を導入Point

自動ブレーキ 自動車間距離制御
（ACC）

電子装置の誤動作による
重大事故が発生するおそれ

Copyright© National Agency for Automobile and Land Transport Technology 2

１．OBD検査とは
OBD検査とは、従来の自動車の検査では発見できなかった電子制御装置の故障に対応する電子的な検査です。現在
の自動車の検査では検出できない不具合をシステムを利用して検査することができます。

車両に搭載された電子制御装置の状態を監視して故障を記録するOBD（車載式故障診断装置）とスキャンツールを
接続することで、車両に記録されたDTC（故障コード）を読み取り合否判定を行います。

OBD検査の対象となる車両は、国産車は令和3年10月1日以降の新型車、輸入車は令和4年10月1日以降の新型車で
す。 ※ただし、大型特殊自動車、被牽引自動車、二輪自動車は除きます。

自動車の検査に電子制御装置の検査を導入するPoint

車載式故障診断装置（OBD）を活用した自動車検査手法

OBD検査車載式故障診断装置（OBD） 検査用スキャンツール

電子装置の状態を監視
し、故障を記録する。

OBDに記録された
DTC（故障コード）を
読み取る。

接続

対象車両
・国産車：令和3年10月1日以降の新型車（フルモデルチェンジ車）
・輸入車：令和4年10月1日以降の新型車（フルモデルチェンジ車）

※1 保安基準に規定があるものに限る。

①運転支援装置 ※1
アンチロックブレーキシステム（ABS）、横滑り防止装置

（ESC）、ブレーキアシスト、自動ブレーキ、車両接近通報

②自動運転機能 ※1
自動車線維持、自動駐車、自動車線変更など

③排ガス関係装置

検査用スキャンツールで読み取っ
たDTCに特定DTC（※2）が含まれる
場合、不適合と判定する。
※2  特定DTCとは、保安基準に不適合とな

る故障コードです。
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４．OBD検査システムの紹介
OBD検査に関連する業務として、以下があります。

OBD検査システムは３つのシステム・アプリで構成されるPoint

 OBD検査を実施する事業場や利用者の登録・管理（検査実施前に行う業務）
 OBD検査の実施
 OBD検査結果の確認

これらの業務は、OBD検査業務のために開発されたOBD検査システムを利用して行います。OBD検査システムは、
インターネットを経由してOBD検査用サーバーに接続して利用することができます。
OBD検査システムは、以下のシステムとアプリで構成されています。

OBD検査システムの利用申請や利用者を登録・管理するための
システムです。

車両がOBD検査の対象であるか確認を行い、車両と通信して
OBD検査の合否を判定するためのアプリケーションです。

OBD検査の結果を確認して出力したり、OBD検査の対象であるかどうかを
車両情報から確認するためのシステムです。

O
B
D
検
査
シ
ス
テ
ム

利用者管理システム

特定DTC照会アプリ

OBD検査結果参照システム

Copyright© National Agency for Automobile and Land Transport Technology 4

３．OBD検査導入スケジュールの紹介
OBD検査の導入スケジュールは以下のとおりです。

令和5年4月～ OBD検査システムへの登録開始

令和5年 令和6年 令和7年
4月 10月 4月 10月 4月 10月

指定工場
認証工場

OBD
検査業務

国産車

輸入車

プレ運用 本格運用

プレ運用 本格運用

登録

令和6年10月～ OBD検査本格運用

令和7年10月～ OBD検査本格運用
輸入車の場合

令和5年10月～ OBD検査プレ運用

国産車の場合

※プレ運用ではOBD検査の合否判定は必須ではありませんが、本格運用に向けて、この期間に操作習熟をお願いします。
本格運用開始以降では合否判定が必須となります。

− 18 −
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５．OBD検査の開始にあたり準備するもの
事前にインターネット環境や各種機器、クライアント証明書、特定DTC照会アプリの準備が必要Point

※検査用スキャンツールは、OBD検査に対応した機器を使用する必要があります。
対象機器の詳細については、日本自動車機械工具協会のホームページを参照のうえ各自ご準備ください。

通信環境および検査で使用するPCまたはタブレット、検査用スキャンツールなどの機器を準備する必要があります。
PCまたはタブレット、検査用スキャンツールには、クライアント証明書をインストールする必要があります。また、検査用ス
キャンツールには、特定DTC照会アプリをインストールする必要があります。OBD検査の導入スケジュールに合わせて、ご準備ください。

環境・機器の準備

インターネット環境 PC
検査用スキャンツール※

車検証読み取り用
手入力も可能なため、必要に応じて準備

二次元コードリーダ ICタグリーダ利用者管理システム／OBD検査
結果参照システムで必要なもの

特定DTC照会アプリで必要なもの

Windows 10以上

令和5年 令和6年 令和7年
4月 10月 4月 10月 4月 10月

指定工場／認証工場

OBD
検査業務

国産車

輸入車

プレ運用 本格運用

プレ運用 本格運用

登録

令和5年10月～

Windowsがインストール
されたPCまたはタブレットVCI

インターネット
環境

※1：1台の端末で特定DTC照会アプリ／利用者管理システム／OBD検査結果参照システムを使用することもできます。

※1

※1

令和5年4月～

Copyright© National Agency for Automobile and Land Transport Technology 6

自動車製作者等から提出された技術情報や事業場で実施した過去のOBD検査結果は、セキュリティを担保したうえ
でOBD検査用サーバーで管理されます。事業場からはインターネットを経由してOBD検査用サーバーに接続し、
以下のシステムとアプリを利用してOBD検査を実施します。

事業場

インターネット

・システムを利用するための準備をする
・事業場の登録と管理をする
・利用者（工員または検査員）の登録と管理をする
・OBD検査の実績を確認する

・車両受付をする
・OBD検査が必要かどうかを確認する
・OBD検査を実施する
・OBD検査の結果を確認する

・車両がOBD検査対象かどうかを確認する
・OBD検査結果を確認する

利用者管理システム 特定DTC照会アプリ OBD検査結果参照システム

OBD検査用サーバー ・技術情報
・過去のOBD検査結果

− 18 − − 19 −
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７．OBD検査の事前準備、業務の流れ

OBD検査の事前準備は、利用者管理システムを利用して行います。
OBD検査の事前準備の流れ

OBD検査は、特定DTC照会アプリを利用して行います。
普段の業務（OBD検査）の流れ

申請結果が
メールで
後日届く 検査用スキャン

ツール（端末）

事業場
登録

クライアント
証明書

インストール

ログイン/
利用者
登録

アプリ
ダウンロード

アプリ
インストール

車両入庫
特定DTC
照会アプリ
起動

車両受付 検査要否
確認

検査実施 検査結果
確認

車両情報を
入力

OBD検査が
必要か確認

インターネット
経由で自動検査

検査終了

帳票印刷

OBD検査の事前準備⇒OBD検査の実施Point

検査結果
確認

OBD検査結果参照システムを利用して、OBD検査結果を確認します。

Copyright© National Agency for Automobile and Land Transport Technology 8

６．OBD検査対象の車両について
以下の車両がOBD検査の対象になります（ただし、大型特殊自動車、被牽引自動車、二輪自動車を除く）。
 国産車：令和3年10月1日以降の新型車（フルモデルチェンジ車）
 輸入車：令和4年10月1日以降の新型車（フルモデルチェンジ車）

OBD検査対象車の車検証および電子車検証の備考欄には、「OBD検査対象車」（電子車検証の場合は「OBD検査
対象」）などの記載があります。ただし、OBD検査の対象と記載がある車両でも、OBD検査が不要となる場合が
あります。
※OBD検査の要否は、特定DTC照会アプリやOBD検査結果参照システムで確認することができます。

車検証 電子車検証

OBD検査対象車かどうかを
車検証や電子車検証で確認

Point

備考
OBD検査対象

備考
OBD検査対象車

以下の場合、OBD検査対象車であってもOBD検査不要と判定されます。
• 検査日が令和6年9月30日以前（輸入車は令和7年9月30日以前）である
• 検査日が型式指定年月日から２年を経過していない
• 検査日が初度登録年月または初度検査年月の前月の末日から起算して

10ヶ月を経過していない

− 20 −
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８．ポータルの紹介
OBD検査に関する情報発信、学習支援メニューとして、「OBD検査ポータル」を設置しています。
OBD検査ポータルでは、OBD検査システムへのログイン、マニュアルの確認、動画による自主学習、お知らせの
確認、チャットボットでの問い合わせができます。また、検査用スキャンツールに関する情報が掲載されています
ので、検査用スキャンツールに関するお問い合わせがあった際も情報を確認することができます。

OBD検査システムへのログインやOBD検査に関する情報の閲覧ができるPoint

https://www.obd.naltec.go.jp

動画による自主学習OBD検査システムへ
ログイン

お知らせ確認

チャットボットによる
問い合わせ

OBD検査で使用する機器の紹介
（日本自動車機械工具協会HP：

https://www.jasea.org）

マニュアルの確認

OBD検査ポータル

Copyright© National Agency for Automobile and Land Transport Technology 10

７．OBD検査の実施概要

DTC（故障コード）を
OBD検査用サーバーに
送る。

検査結果（合否）
が送られる。

車両 検査用スキャンツール

ECUから検査用スキャンツールを
経由してDTC（故障コード）を読
み取る。

OBD検査用サーバー

検査用スキャンツールで読み
取ったDTC（故障コード）をも
とに、合否を自動判定する。

自動車に検査用スキャ
ンツールを接続する。

検査員が特定DTC照会アプリで検査結果を確認する。

OBD検査は、車両に検査用スキャンツールを接続し、特定DTC照会アプリを利用して行います。車両から読み出し
たDTC（故障コード）を特定DTC照会アプリからOBD検査用サーバーに送り、OBD検査用サーバーが合否を自動
判定します。その後、検査結果を特定DTC照会アプリで確認します。

特定DTC照会アプリを
インストールした端末

VCI

DTC（故障コード）を読み取り、
サーバーで判定した結果を確認する

Point

特定DTC照会アプリ

− 20 − − 21 −
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お問い合わせ先
本システムについてのお問い合わせ先は以下になります。

電話番号：0570-022-574
対応時間：月曜日～金曜日（祝日および12月29日から1月3日を除く）9時00分～17時00分

お問い合わせ先：OBD検査コールセンター

− 22 −
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１．OBD検査のプレ運用
２．検査コースにおけるOBD検査の流れ
３．受検者の皆様へのお知らせとお願い

【参考】
・OBD検査対象車・対象装置の詳細について
・OBD検査の基準について

目次

Copyright© National Agency for Automobile and Land Transport Technology

プレ運用へのご協力のお願い

５．OBD検査プレ運用へのご協力のお願いについて
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Copyright© National Agency for Automobile and Land Transport Technology 16

２．検査コースにおけるOBD検査の流れ
OBD検査の基準適合性審査は、検査担当者が次の手順により実施します。

① 検査コースの入口において自動車検査証等の二次元コードを読み取り、
OBD検査が必要かどうかを、検査用端末からOBD検査用サーバに照会し
ます。

② OBD検査対象車のデータリンクコネクタに検査用スキャンツールを接続
して、車載式故障診断装置に記録されている情報を読み出し、検査用端
末からOBD検査用サーバに照会します。

③ OBD検査用サーバが分析及び照合した結果の応答を待ち、基準適合性の
判定結果を検査用端末で確認します。

指定工場と同様に自動で判定Point

OBD検査は 検査コースの入口において実施します。

注１：データリンクコネクタへの検査用スキャンツールの接続／取り外しは、原
則として検査担当者が実施します。

注２：検査担当者の指示により、原動機の始動（電気自動車やハイブリッド車等
は、READY等の走行可能状態）と、停止の操作をお願いします。

Copyright© National Agency for Automobile and Land Transport Technology 15

１．OBD検査のプレ運用

令和6年10月から始まるOBD検査の円滑な導入のため、令和5年10月からOBD検査のプレ運用を
開始します。

「本運用に向けてOBD検査の練習を重ねて慣れていただくための期間」という位置づけですので、
今後の車検業務の流れがどのようになるかイメージをつかんでいただけると幸いです。

このうち、検査コースにおけるOBD検査のプレ運用について、次のページから説明します。

令和5年10月から開始Point

− 24 −
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■OBD検査の実施にご協力いただける場合は、 運転席下部などにあるデータリンクコネクタには何も
取り付けられておらず、検査用スキャンツールを接続できる状態で受検してください。
また、必要に応じ、データリンクコネクタ附近のカバー類の取外しにご協力ください。

［自動車特定整備事業者さま］
■検査コースでの受検前に、検査用スキャンツールを用いて車載式故障診断装置に記録されている情報
を読み出し、当機構が開発・管理している「特定DTC照会アプリ」を経由して「OBD検査用サーバ」
に照会した自動車について、きちんと通信されているかを知りたい場合には、検査担当者に申し出て
ください。

データリンクコネクタ

注：本運用開始後、自動車特定整備事業者の皆様が特定DTC照会アプリを用いてOBD確認を行い、
保安基準に不適合がないことが確認された車両については、確認後５日以内であれば、
原則として車検場でのOBD検査を省略することとなります。（ただし、一定の割合で省略不可となります。）
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３．受検者の皆様へのお知らせとお願い
■プレ運用期間中に受検するOBD検査対象車については、可能な限りOBD検査の実施にご協力いただ
きたく、検査担当者からお声がけさせていただきます。
所要時間は、自動車からの応答状況やECUの搭載数等によって異なりますが、合計１分程度を想定し
ています。
検査担当者による検査用スキャンツールの接続／取り外しも含め、本運用後と同じように、実際に
OBD検査を実施する環境で行いますので、手順や時間がどうなるかのイメージをご理解いただけると
思います。なお、OBD検査結果は口頭でお伝えします。

■プレ運用期間中に新規検査又は予備検査を受検する新車については、可能な限り、検査担当者による
データリンクコネクタ位置及び構造並びに検査用スキャンツールを接続する直前までの手順の確認作
業にご協力いただきたく、検査担当者からお声がけさせていただきます。

■プレ運用期間中に継続検査を受検するOBD検査対象車以外の自動車については、排出ガス関係装置に
限り、OBD検査ができるようにしています。OBD検査を希望する場合には、検査担当者に申し出て
ください。なお、OBD検査結果は口頭でお伝えします。
※ただし、平成19年以前に製作された自動車など、一部の自動車については検査不可となる場合があ
ります。ご了承ください。

注１：プレ運用期間中に実施するOBD検査の結果は、車検の合否には影響しません。
なお、本運用後に保安基準不適合となってしまう箇所があった場合には、適切な点検・整備の実施をお願いします。

注２：OBD検査を実施してもしなくても検査費用は変わりません。
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【参考】OBD検査の基準について
■OBD検査対象装置の車載式故障診断装置に記録されている情報を読み出した結果、事例欄に該当する
場合は、保安基準不適合となります。（プレ運用期間中の結果は、車検の合否には影響しません。）

装置の種類 事例

排出ガス関係装置
（排出ガス発散防止装置）

・OBD検査対象装置の車載式故障診断装置が正常に機能するために十
分な電圧が確保されていないもの

・警告灯を点灯させるための信号（MIL信号）が出力されているもの
・１つもレディネスコード（故障診断の前提条件が成立していること
を示すコード）が記録されていないもの

・当該装置に係る特定DTC（OBD検査対象装置が細目告示第一節に規
定する基準に適合しなくなると識別できるコード）が１つ以上記録
されているもの

・上記項目に該当するかどうかの判定に必要な情報がOBD検査対象装
置の車載式故障診断装置から読み出せないもの

安全関係装置
（排出ガス発散防止装置以外の装置） ・当該装置に係る特定DTCが１つ以上記録されているもの

Copyright© National Agency for Automobile and Land Transport Technology 19

【参考】OBD検査対象車・対象装置の詳細について
■OBD検査対象車とは 
自動車検査証等の備考欄にOBD検査の対象である旨の記載があります。
型式指定日が令和３年10月１日(輸入自動車は令和４年10月１日)以降のフルモデルチェンジ車等が
OBD検査対象車となります。
ただし、型式指定自動車又は多仕様自動車以外の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊
自動車は対象外となります。

■OBD検査対象装置とは
①かじ取装置(UN R79の高度運転者支援ステアリングシステムに係る部分に限る。)
②走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置(ABS)
③走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑りを有効に防止することができる装置(ESC)
④走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り又は転覆を有効に防止することができる装置(EVSC)
⑤緊急制動時に自動的に制動装置の制動力を増加させる装置(BAS)
⑥衝突被害軽減制動制御装置(AEBS)
⑦排出ガス発散防止装置
⑧電力により作動する原動機を有する自動車に備える車両接近通報装置(AVAS)
⑨自動運行装置

※フルモデルチェンジ車等：ニューモデルやフルモデルチェンジがこれに含まれ、派生車や兄弟車は基本的には含まれません。
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自動車技術総合機構及び軽自動車検査協会からのお知らせ
令和5年9月

検査コースにおいて
ＯＢＤ検査プレ運用を実施します
自動車に備えられている各種電子制御装置の目に見えない故障に対

応するため、令和6年10月から、車載式故障診断装置を活用した検査
（OBD検査）が始まります。
ついては、新たな検査の円滑な導入に向けて、令和5年10月から

令和6年9月までの間、検査コースにおいてOBD検査プレ運用を実施
します。

詳しくはこちらをご参照ください
http://www.naltec.go.jp/topics/fkoifn000000

h359-att/fkoifn000000h36c.pdf

■「ＯＢＤ検査対象車」※1を受検される場合
OBD検査の実施にご協力いただきたく、検査担当者からお声がけさせて

いただきます。※1：自動車検査証等の備考欄にOBD検査の対象である旨の記載があります。

■「新車」を受検される場合
データリンクコネクタ位置等の確認作業にご協力いただきたく、

検査担当者からお声がけさせていただくことがあります。

■「ＯＢＤ検査対象車以外の自動車」でＯＢＤ検査を希望される場合
継続検査時に、排出ガス関係装置のOBD検査を実施することができます※2

ので、検査担当者に申し出てください。
※2：ただし、平成19年以前に製作された自動車など、一部の自動車については検査できない場合があります。

■受検前に認証整備工場でＯＢＤ確認を実施されている場合
実施結果がきちんと通信されているかを知りたい場合には、検査担当者に

申し出てください。

注1：プレ運用期間中に実施するOBD検査の結果は車検の合否には影響しません。
なお、本運用後に保安基準不適合となってしまう箇所があった場合には、適切な
点検・ 整備の実施をお願いします。

注2：OBD検査を実施してもしなくても検査費用は変わりません。

データリンク
コネクタ

受検者のみなさまへのお知らせとお願い（プレ運用期間中）
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車車載載式式故故障障診診断断装装置置をを活活用用ししたた検検査査（（OBD検検査査））ににつついいてて

１１．．車車載載式式故故障障診診断断装装置置をを活活用用ししたた検検査査（（OBD検検査査））をを令令和和6年年10月月かからら導導入入
自動車技術総合機構及び軽自動車検査協会は、安全・安心な車社会の実現に向けて、自動車
の安全性の確保及び環境の保全のために、自動車の基準適合性審査を行っています。

衝突被害軽減ブレーキ等の自動運転技術については、近年、軽自動車を含む幅広い車両への
搭載が進んでおります。これらの技術は、交通事故の防止に大きな効果が期待される一方、故障
時には誤作動等により事故につながるおそれがあることから、使用時においても、確実に機能維
持を図ることが重要です。
このため、国土交通省においては、平成31年3月の「車載式故障診断装置を活用した自動車検
査手法のあり方検討会」の最終報告書を踏まえ、令和2年8月5日付けで道路運送車両の保安基準
の細目を定める告示（平成14年国土交通省告示第619号）等の一部を改正し、令和3年10月以降
の新型車を対象として、令和6年10月から、自動車の検査（車検）において衝突被害軽減ブレーキ
等の自動運転技術等に用いられる電子制御装置の目に見えない故障に対応するための電子的な
検査を開始※することとしています。（※輸入車については、令和4年10月以降の新型車を対象に令和7年10月から検査を開始）

２２．．令令和和5年年10月月かかららOBD検検査査ののププレレ運運用用をを開開始始
令和6年10月から始まるOBD検査の円滑な導入のため、令和5年10月からOBD検査のプレ運用を
開始します。「本運用に向けてOBD検査の練習を重ねて慣れる期間」という位置づけですので、今
後の車検業務の流れがどのようになるかイメージをつかんでいただけると幸いです。
このうち、検査コースにおけるOBD検査のプレ運用について次ページからご説明します。

Light Motor Vehicle Inspection Organization

検査コースにおける
OBD検査のプレ運用について

令和5年8月
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■プレ運用期間中に受検するOBD検査対象車（6ページ参照）については、可能な限り、OBD検査の実施
にご協力いただきたく、検査担当者からお声がけさせていただきます。
所要時間は、自動車からの応答状況やECUの搭載数等によって異なりますが、合計1分程度を想定し
ています。
検査担当者による検査用スキャンツールの接続/取り外しも含め、本運用後と同じように、実際にOBD
検査を実施する環境で行いますので、手順や時間がどうなるかのイメージをご理解いただけると思い
ます。なお、OBD検査結果は口頭でお伝えします。

■プレ運用期間中に受検する新車については、可能な限り、検査担当者によるデータリンクコネクタ

位置及び構造並びに検査用スキャンツールを接続する直前までの手順の確認作業にご協力いただき
たく、検査担当者からお声がけさせていただきます。

■プレ運用期間中に継続検査を受検するOBD検査対象車以外の自動車については、排出ガス関係装
置に限り、OBD検査ができるようにしています。OBD検査を希望する場合には、検査担当者に申し出て
ください。なお、OBD検査結果は口頭でお伝えします。
※ただし、平成19年以前に製作された自動車など、一部の自動車については検査不可となる場合があります。ご了承ください。

注1：プレ運用期間中に実施するOBD検査の結果は、車検の合否には影響しません。
なお、本運用後に保安基準不適合となってしまう箇所があった場合には、適切な点検・整備の実施をお願いします。

注2：OBD検査を実施してもしなくても検査費用は変わりません。

受受検検者者ののみみななささままへへののおお知知ららせせととおお願願いい①①（（ププレレ運運用用期期間間中中））

Light Motor Vehicle Inspection Organization 3

OBD検査の基準適合性審査は、検査担当者が次の手順により実施します。

①検査コースの入口において自動車検査証等の二次元コードを読み取り、
OBD検査が必要かどうかを、検査用端末からOBD検査用サーバに照会します。
②OBD検査対象車のデータリンクコネクタに検査用スキャンツールを接続して、
車載式故障診断装置に記録されている情報を読み出し、検査用端末からOBD
検査用サーバに照会します。

③OBD検査用サーバが分析及び照合した結果の応答を待ち、基準適合性の
判定結果を検査用端末で確認します。

注1：データリンクコネクタへの検査用スキャンツールの接続/取外しは、原則として
検査担当者が実施します。

注2：運転者席下部などにあるデータリンクコネクタには何も取り付けられておらず、
検査用スキャンツールを接続できる状態で受検してください。また、必要に応じ、

データリンクコネクタ附近のカバー類の取外しをお願いします。

注3：検査担当者の指示により、原動機の始動（電気自動車又はハイブリッド自動車
は走行可能状態（READYの状態））と停止の操作をお願いします。

検検査査ココーーススににおおけけるるOBD検検査査のの流流れれ（（ププレレ運運用用・・本本運運用用共共通通））

OBD検査は
検査コースの入口において実施します
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■OBD検査対象車とは ⇒自動車検査証等の備考欄にOBD検査の対象である旨の記載あり
型式指定日がR3.10.1（輸入自動車はR4.10.1）以降のフルモデルチェンジ車等がOBD検査対
象車となります。

ただし、型式指定自動車又は多仕様自動車以外の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、
大型特殊自動車は対象外となります。

■OBD検査対象装置とは
①かじ取装置（UN R79の高度運転者支援ステアリングシステムに係る部分に限る。）
②走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止するこ
とができる装置（ABS）
③走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑りを有効に防止することができる装置
（ESC）
④走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り又は転覆を有効に防止することができ
る装置（EVSC）
⑤緊急制動時に自動的に制動装置の制動力を増加させる装置（BAS）
⑥衝突被害軽減制動制御装置（AEBS）
⑦排出ガス発散防止装置
⑧電力により作動する原動機を有する自動車に備える車両接近通報装置（AVAS）
⑨自動運行装置

【【参参考考】】OBD検検査査対対象象車車ととはは？？

Light Motor Vehicle Inspection Organization 5

■OBD検査の実施にご協力いただける場合は、運転者席下部などにあるデータリンクコネクタには
何も取り付けられておらず、検査用スキャンツールを接続できる状態で受検してください。
また、必要に応じ、データリンクコネクタ附近のカバー類の取外しにご協力ください。

［自動車特定整備事業者さま］

■検査コースでの受検前に、検査用スキャンツールを用いて車載式故障診断装置に記録されている
情報を読み出し、自動車機構が開発・管理している「特定DTC照会アプリ」を経由して「OBD検査用サー
バ」に照会した自動車について、きちんと通信されているかを知りたい場合には、検査担当者に申し出
てください。

受受検検者者ののみみななささままへへののおお知知ららせせととおお願願いい②②（（ププレレ運運用用期期間間中中））

データリンクコネクタ
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装装置置のの種種類類 事事例例
排排出出ガガスス関関係係装装置置
（（排排出出ガガスス発発散散防防止止装装置置））

・OBD検査対象装置の車載式故障診断装置が正常に機能するために十分
な電圧が確保されていないもの

・警告灯を点灯させるための信号（MIL信号）が出力されているもの

・1つもレディネスコード（故障診断の前提条件が成立していることを示す
コード）が記録されていないもの

・当該装置に係る特定DTC（OBD検査対象装置が細目告示第一節に規定す
る基準に適合しなくなると識別できるコード）が1つ以上記録されているもの

・上記項目に該当するかどうかの判定に必要な情報がOBD検査対象装置の
車載式故障診断装置から読み出せないもの

安安全全関関係係装装置置
（（排排出出ガガスス発発散散防防止止装装置置以以外外
のの装装置置））

・当該装置に係る特定DTCが1つ以上記録されているもの

■OBD検査対象装置の車載式故障診断装置に記録されている情報を読み出した結果、事例欄
に該当する場合は、保安基準不適合となります。
（なお、プレ運用期間中に実施するOBD検査の結果は、車検の合否には影響しません。）

【【参参考考】】OBD検検査査のの基基準準はは？？
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審査事務規程の一部改正に係るパブリックコメントの募集について（実施結果） 

－車載式故障診断装置を活用した検査（OBD 検査）の導入－ 

 

令和 5年 8月 25 日 

＜問い合わせ先＞ 

独立行政法人自動車技術総合機構 検査部検査課 

電話 03-5363-3441（代表） 

 

標記について、令和 5年 6月 21 日から 7月 21 日までの間、ご意見を募集したとこ

ろ、6通（項目数 9 件）のご意見をいただきました。 

お寄せいただいたご意見とそれらに対する当機構の考え方について、以下のとおり

取りまとめましたので公表いたします。なお、いただいたご意見は、適宜整理集約し

て掲載しております。 

今回、貴重なご意見をお寄せいただいた方々には、御礼申し上げます。 

 

お寄せいただいたご意見の概要 当機構の考え方 

自動車特定整備事業者が継続検査等の受検前に照

会を実施していた自動車かどうかは、どのように

判断されるのでしょうか？ 

検査コースへ持込みを行った者の申告（いわゆる

人為的判断）になるのか、OBD 検査対象車の持込み

車両は全て照会有無の確認を行った上で検査コー

スへ入る（いわゆる機械的判断）のかを確認した

い。 

持込検査の受検前に OBD 検

査用サーバに照会した結果

については、車検場の検査担

当者が検査用端末を用いて

確認するため、その照会を事

前に実施したかどうかの申

告は必要ありません。 

事前照会を実施したかどうかの申告は簡便にして

いただきたい。 

OBD 検査を自社で実施した場合、車検場では診断

機を繋がずに済むような制度にして頂きたい。 

こうしていただかないと、検査コースの待ち時間

が激増するのは間違いありません。 

認証工場が実施して 5 日間有効になるとのことで

すが、これは絶対に実施してください。 

持込検査の受検前に OBD 検

査用サーバに照会した結果

を活用できる場合には、原

則、車検場における OBD 検査

が省略されます。 

初回検査当日の入場時に OBD 検査の有効性が確認

できていれば、他の項目で再検査となった場合、

OBD 検査を含む再検査以外の項目は初回検査当日

から 15 日間有効としていただきたい。 

そうでなければ、再検査項目以外の他の項目の初

回有効期日と整合性がとれなくなります。 

5日というのは持込検査の受

検前に OBD 検査用サーバに

照会した結果を活用できる

期間のことであり、限定自動

車検査証の有効期間 15 日は

これまでと変わりありませ

ん。 
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OBD 確認に関しては、有効期間 5日間を 10 日間と

していただくよう要望いたします。 

次のことが国土交通省主催

の OBD 検査検討会のフォロ

ーアップ会議で合意されて

いるところです。 

○認証工場による OBD の事

前確認の結果を活用する

にあたっては、機構にて省

略できるまでの期間は、可

能な限り短期間とする必

要がある。 

○ただし、認証工場において

整備が完了した自動車を

車検場に持ち込むまでの

期間は、休日を挟むと 5日

程度になることを踏まえ

ると、省略できるのは、事

前確認当日を含め 5 日間

とすることが適当である。 

継続検査等の受検前に OBD 検査照会を実施した場

合、当日を含め 5 日までの間とあるが、この 5 日

の根拠を示していただきたい。 

年末年始、ゴールデンウイーク、シルバーウイー

ク等、長期連休を考慮すると、5日では短いのでは

ないのか。照会は検査有効期間と同じく 15 日とし

て頂きたい。 

OBD 検査についてですが今後の車両にとって非常

に良い検査だと感じています。 

しかし当初の認定される可能性のある診断機の内

容が変わった気がします。 

なぜ OS がウィンドウズだけなのか？ 

アンドロイドも利用出来るようよろしくお願いし

ます。 

平成 31 年 3 月の「車載式故

障診断装置を活用した自動

車検査手法のあり方検討会」

の 最 終 報 告 書 に お い て

「Windows 以外の OS は今後

の検討課題」とされており、

まずは Windows に対応した

アプリを構築したところで

す。他の OS に関しては、今

後、技術的課題や検査用スキ

ャンツールの対応状況や整

備工場におけるニーズ等を

踏まえ、検討を進めることと

しています。 

持込検査を実施する際、OBD 確認実施済車につい

ては、優先的に検査コースに入場できるよう要望

いたします。 

様々な課題があると認識し

ておりますが、将来的な検討

課題として受け止めます。 

VCI について 1 万円以下で提供していただくよう

要望いたします。 

当機構は VCI を供給する立

場にはございませんので、大

変恐縮ですが価格について

はスキャンツールメーカー

にお問い合わせください。 
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６．道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令及び道路運送車両の
保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示について　
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プレスリリース 

令和 5年 8月 25 日 

 

 

－－  審審査査事事務務規規程程のの一一部部改改正正ににつついいてて（（第第 5511 次次改改正正））－－ 

独立行政法人自動車技術総合機構は、独立行政法人自動車技術総合機構法（平成 11

年法律第 218 号）第 13 条第 1 項の規定に基づく審査事務の実施に関する規程（審査

事務規程）の一部改正を行い、令和 5年 9月 1日から施行します。 

 
主な改正の概要は、次のとおりです。 

 

１．道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号）及び道路運送車両の保安

基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等の一部改正に伴

う改正 

○ 歩行者保護に係る協定規則へ ARHSS（Adjustable Ride Height Suspension 

System）を備えた自動車に対する基準及び試験方法が追加されたことに伴い、

審査方法等を規定します。［7-33］ 

○ 乗車定員 10 人の乗用車に適用する運転者の視野に係る基準を変更します。

［6-41、7-41、8-41］ 

○ 乗車定員 10 人未満の乗用車及び車両総重量 3.5t 以下の貨物車には、運転者

からの死角となる当該自動車の直前及び側面に近接する歩行者や障害物を確

認できるよう、ミラー、カメラ又は検知装置を備えなければならないものとし

て、審査方法等を規定します。［7-107、8-107］ 

 

２．OBD 検査に係る取扱い等の新設［4-10、9-15 等］ 

OBD 検査（※）の対象となる自動車及び審査方法等を規定します。 

※目視により判断できない電子制御装置の故障等に対応するため、検査用スキャンツールを用いて車載式 

故障診断装置の診断結果を読み出し、特定の情報等の記録状況を検査すること。 

 

３．その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。 

 

 

 

 

 

審査事務規程の全文は当機構ホームページに掲載しています。 

（https://www.naltec.go.jp/） 

 

お問い合わせ先 

 〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町 4-41 住友生命四谷ビル 

  独立行政法人自動車技術総合機構 検査部検査課 

    電話 ０３－５３６３－３４４１（代表） 

    FAX  ０３－５３６３－３３４７ 
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自動車技術総合機構からのお知らせ

直前及び側方の視界にかかる
基準が変更になります

令和5年9月1日から、乗車定員10人未満の乗用車及

び車両総重量3.5t以下の貨物車について、直前及び側

方の視界にかかる基準が以下のとおり変更になります。

※ ご不明な点についてはお問い合わせください。

令和5年8月1日

掲示期限 令和6年8月31日

0.3m

車室外に備えられた7-106に適合する後写鏡の鏡面中心又は後方等
確認装置のカメラレンズ中心より後方の範囲が除外となります。

検知装置を使用する場合は、UN R166に適合するものでなければな
りません。

◆◆検検知知装装置置（（ソソナナーー等等））のの使使用用がが可可能能

◆◆視視認認にによよりり確確認認すするる場場合合のの範範囲囲がが変変更更

除除外外範範囲囲
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国自整第 38 号 
令和５年５月 30 日  

 
各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 
沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 
    自動車局整備課長    

 
   「自動車特定整備事業（指定自動車整備事業を除く。）等における排出ガス

測定器の校正について」（令和２年４月 23 日付け国自整第 17 号）の廃止につ

いて 
 
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが５類感染症に変更されたこ

とから、標記の通り「自動車特定整備事業（指定自動車整備事業を除く。）等における

排出ガス測定器の校正について」（令和２年４月 23 日付け国自整第 17 号）（以下「廃

止通達」という。）を廃止することとしたので、以後は「自動車分解整備事業（指定自

動車整備事業を除く。）等の事業場における排出ガス測定器の使用について」（昭和 55

年６月 17 日付け自整第 84 号）に基づき指導するよう了知されるとともに、関係者に

周知徹底し、遺漏のないよう取り扱われたい。 

また、廃止通達の時限的措置により、２年に１回の校正を受けていない自動車特定

整備事業者に対しては、令和７年３月 31 日までに校正を受けるよう指導されたい。 

なお、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長あて別添のとおり通知したの

で申し添える。 
 

  

【別紙】

７．「自動車特定整備事業（指定自動車整備事業を除く。）等における排出ガス測定
器の校正について」（令和２年４月23日付け国自整第17号）の廃止について
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８．燃料電池自動車の使用者、整備・販売を取り扱う事業者の方へ
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９．特定小型原動機付自転車について
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掲載事項

① 令和４年度東北管内車輪脱落
事故発生状況（速報値）

② 大型車を取り扱う指定工場の
監査時による実態調査結果

③ 大型車の適切なタイヤ脱着・
保守管理作業解説動画

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

大型車の車輪脱落事故防止について

令和５年９月
東北運輸局自動車技術安全部

10．大型車の車輪脱落事故防止について
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①令和４年度東北管内車輪脱落事故発生状況（速報値）

※車両総重量８トン以上の自動車又は乗車定員３０人以上の自動車であって、車輪を取り付けるホイール・ボルトの折損
又はホイール・ナットの脱落により車輪が自動車から脱落した事故

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告
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大型車の車輪脱落事故*発生件数の推移 全国
うち人身事故（全国）

東北
うち人身事故（東北）

• 事事故故件件数数はは、、対対前前年年度度
全全国国でで１１７７件件、、東東北北でで９９
件件増増加加

• 事事故故件件数数はは、、全全国国及及びび
東東北北いいずずれれもも過過去去最最多多
ととななっったた

• 人人身身事事故故ににつついいててもも１１
件件発発生生ししてていいるる
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①令和４年度東北管内車輪脱落事故発生状況（速報値）

トトララッックク ５５３３件件

ババスス １１件件

業業態態別別（（大大型型ババスス・・大大型型トトララッックク））

n=54

事事業業用用４４１１件件

自自家家用用 １１３３件件

事事業業用用・・自自家家用用別別

n=54

27
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25

30

～１月 ～２月 ～３月 ～４月 ～５月 ６月～ 不明

車輪脱着作業から事故発生までの期間別件数

n=54

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

• ババススででもも１１件件発発生生ししてていいるるがが、、
ほほぼぼトトララッッククがが脱脱落落ししてていいるる

• 前前年年度度かからら事事業業用用がが９９件件増増加加

• ５５４４件件ののううちち、、車車輪輪脱脱着着作作業業後後１１ヶヶ月月以以内内
にに発発生生ししたたももののがが２２７７件件（（５５００％％））
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①令和４年度東北管内車輪脱落事故発生状況（速報値）
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n=54
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0
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3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

月別タイヤ交換実施件数

（タイヤ交換後３ヶ月以内に車輪脱落したもの） n=30

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

• ５５４４件件ののううちち、、１１２２月月かからら２２月月にに３３６６件件（（６６６６．．６６％％））発発生生
ししてておおりり、、対対前前年年度度５５件件増増

• タタイイヤヤ交交換換作作業業がが集集中中すするる１１１１月月かからら１１２２月月にに
実実施施ししたた車車両両のの件件数数がが２２２２件件（（４４００．．７７％％））

• 交交換換作作業業ピピーーククのの１１１１月月にに集集中中
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①令和４年度東北管内車輪脱落事故発生状況（速報値）

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

• 大大型型車車ユユーーザザーーのの交交換換にによよるるももののがが半半
数数以以上上をを占占めめるる傾傾向向でで前前年年度度とと同同比比

• タタイイヤヤ交交換換、、タタイイヤヤロローーテテーーシショョンン
がが大大半半をを占占めめるる

●タイヤ交換
・通常タイヤから冬用タイヤへの交換
・冬用タイヤから通常タイヤへの交換
・パンクや摩耗したタイヤの交換 など
●タイヤローテーション
・タイヤの摩耗が偏る事を防止するため、
前後・左右のタイヤを入れ替える

大型車ユーザー
３１件 ５７％

タイヤ業者
９件 １７％

整備工場
８件 １５%

不明
６件 １１％

タイヤ脱着作業実施者別
n=54

タイヤ交換
３３件 ６１％

タイヤローテーション
７件 １３ %

定期点検
８件 １５％

不明
６件 １１％

タイヤ脱着作業内容別
n=54
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①令和４年度東北管内車輪脱落事故発生状況（速報値）
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登登録録年年かからら事事故故発発生生ままででのの車車齢齢 n=54

ホホイイーールル・・ナナッットト緩緩みみ

３３７７件件

ホホイイーールル・・ボボルルトト折折損損

２２件件

不不明明 １１５５件件

タタイイヤヤ脱脱落落時時のの原原因因
n=54

ＩＩＳＳＯＯ方方式式 ５５１１件件

ＪＪＩＩＳＳ方方式式 １１件件

不不明明 ２２件件

締締めめ付付けけ方方式式
n=54

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

• 初初度度登登録録かからら８８年年以以上上経経過過ししてていいるる車車両両でで多多くく脱脱
落落ししてていいるる傾傾向向（（対対前前年年度度１１９９件件増増））

• 大大半半ははホホイイーールル・・ナナッットトのの緩緩みみにによよるるもものの • 大大半半ははISO方方式式
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①令和４年度東北管内車輪脱落事故発生状況（速報値）

右前輪 １件

左後輪 ３８件

不明 １５件

車輪脱落箇所
n=54

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

「「増増しし締締めめ有有りり」」２２５５件件ににつついいてて、、脱脱落落のの主主なな推推測測
要要因因
• ホホイイーールル・・ボボルルトト等等のの劣劣化化・・摩摩耗耗

• ホホイイーールル・・ボボルルトト、、ナナッットト等等ののネネジジ部部、、ハハブブ面面のの
錆錆・・汚汚れれ

• 「「増増しし締締めめ有有りり」」２２５５件件はは、、大大半半がが大大型型車車ユユーーザザ
ーー自自らら車車輪輪脱脱着着作作業業をを実実施施しし、、増増しし締締めめもも実実施施
ししてていいるるがが、、１１ヶヶ月月以以内内にに脱脱落落事事故故がが１１２２件件発発
生生ししてていいるる。。

• 車車齢齢８８年年以以上上経経過過ししてていいるる車車両両がが１１５５件件とと大大半半
をを占占めめてていいるる。。

• 経経年年劣劣化化のの影影響響ももあありり、、ネネジジ部部、、ハハブブ面面のの錆錆、、
汚汚れれ等等のの除除去去不不十十分分やや潤潤滑滑剤剤のの塗塗布布不不十十分分
等等にによよりり、、適適正正なな締締めめ付付けけ力力をを得得らられれずず脱脱落落にに
至至っったたとと推推測測。。

• 日日常常点点検検ににおおいいてて、、確確認認がが不不十十分分でであありり、、緩緩みみ
にに気気づづくくここととががででききずず脱脱落落にに至至るるとと推推測測。。

【【対対策策のの方方向向性性】】
ネネジジ部部、、ハハブブ面面のの錆錆、、汚汚れれ等等のの清清掃掃作作業業やや適適切切なな潤潤滑滑剤剤のの塗塗布布をを実実施施
劣劣化化、、摩摩耗耗がが進進んんだだホホイイーールル・・ボボルルトト、、ホホイイーールル・・ナナッットト等等はは早早めめにに交交換換
日日常常点点検検等等ににおおけけるる、、ママーーキキンンググ、、ホホイイーールル・・ナナッットトママーーカカーー等等のの活活用用

左左後後輪輪タタイイヤヤのの脱脱落落割割合合がが高高いいここととのの推推定定原原因因
左左後後輪輪タタイイヤヤがが多多くく脱脱落落すするる原原因因ににつついいててはは以以下下のの
可可能能性性がが考考ええらられれるる。。

• 右右折折時時はは、、比比較較的的高高いい速速度度をを保保っったたまままま旋旋回回すするるたた
めめ、、遠遠心心力力にによよりり積積みみ荷荷のの荷荷重重がが左左輪輪にに大大ききくく働働くく。。

• 左左折折時時はは、、低低いい速速度度ででああるるがが左左後後輪輪ががほほととんんどど回回
転転ししなないい状状態態でで旋旋回回すするるたためめ、、回回転転方方向向にに対対ししてて垂垂
直直ににタタイイヤヤががよよじじれれるるよよううにに力力がが働働くく。。

• 道道路路はは中中心心部部がが高高くく作作らられれてていいるる場場合合がが多多いいここととかか
らら、、車車両両がが左左（（路路肩肩側側））にに傾傾きき、、左左輪輪にによよりり大大ききなな荷荷
重重ががかかかかるる。。

前前輪輪はは、、ホホイイーールル・・ナナッットト緩緩みみ等等のの異異常常がが発発生生ししたた
場場合合、、ハハンンドドルルのの振振動動等等にによよりり運運転転手手がが気気付付ききややすす
いい。。

増増しし締締めめ有有りり

２２５５件件

増増しし締締めめ無無しし

１１８８件件

不不明明 １１１１件件

脱脱着着作作業業後後のの増増しし締締めめ実実施施のの有有無無

n=54
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②大型車を取り扱う指定工場の監査時による実態調査結果（令和４年度）

東東北北運運輸輸局局でではは、、令令和和４４年年度度「「大大型型車車のの車車輪輪脱脱落落事事故故防防止止キキャャンンペペ
ーーンン」」をを実実施施しし、、大大型型車車をを取取りり扱扱うう指指定定工工場場にに対対しし、、監監査査等等のの機機会会をを
通通じじてて増増しし締締めめのの周周知知方方法法等等ののヒヒアアリリンンググをを管管内内計計３３８８事事業業場場にに実実施施
ししたた。。

ヒヒアアリリンンググ内内容容

1122ヶヶ月月点点検検ににおおけけるる増増しし締締めめのの周周知知方方法法

・・点点検検整整備備記記録録簿簿へへのの記記載載 ・・増増しし締締めめをを促促すすおお知知ららせせチチララシシ等等のの配配布布 ・・ししてていいなないい

初初めめてて入入庫庫すするる車車両両（（事事業業者者））等等へへのの増増しし締締めめのの必必要要性性等等のの説説明明

・・ししてていいるる ・・ししてていいなないい

事事業業場場ににおおけけるる増増しし締締めめ作作業業のの依依頼頼状状況況

・・有有りり ・・無無しし

増増しし締締めめのの必必要要性性にに係係るる自自動動車車使使用用者者のの認認識識

・・認認識識ででききてていいるる ・・概概ねね認認識識ででききてていいるる ・・ああままりり認認識識ででききてていいなないい ・・認認識識ででききてていいなないい

タタイイヤヤをを取取りり付付けけるる際際、、ハハブブややネネジジ部部及及びびナナッットト部部のの清清掃掃ややエエンンジジンンオオイイルル
のの塗塗布布状状況況
（（※※ハハブブややネネジジ部部をを清清掃掃しし、、適適切切なな部部品品をを使使用用しし、、イインンロローー部部、、ネネジジ部部及及びびナナッットト部部ににエエンンジジンンオオイイルル等等をを塗塗布布ししてて、、タタイイヤヤホホイイーールルをを装装

着着ししたた場場合合ににおおいいてて、、ははじじめめてて適適切切なな締締めめ付付けけががででききるるここととをを理理解解ししてていいるるかか。。））

・・行行っってていいるる ・・行行っってていいなないい

使使用用限限度度にに達達ししてていいるるホホイイーールルボボルルトト、、ホホイイーールルナナッットトのの使使用用禁禁止止にに関関すす
るる自自動動車車使使用用者者のの認認識識

・・認認識識ででききてていいるる ・・概概ねね認認識識ででききてていいるる ・・ああままりり認認識識ででききてていいなないい ・・認認識識ででききてていいなないい
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②大型車を取り扱う指定工場の監査時による実態調査結果（令和４年度）

58%

16%

13%

13%記記録録簿簿記記載載ととチチララシシ配配布布

記記録録簿簿へへのの記記載載

チチララシシ等等のの配配布布

周周知知ししてていいなないい

82%

5%

13%入入庫庫無無しし

説説明明ししてていいなないい

説説明明ししてていいるる

１１．．１１２２ヶヶ月月点点検検ににおおけけるる増増しし締締めめのの周周知知方方法法

２２．．初初めめてて入入庫庫すするる車車両両（（事事業業者者））等等へへのの増増しし締締めめのの必必要要性性のの説説明明
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②大型車を取り扱う指定工場の監査時による実態調査結果（令和４年度）

21%

42%

34%

3%認認識識ででききてていいなないい

認認識識ででききてていいるる

概概ねね認認識識ででききてていいるる

ああままりり認認識識ででききてていいなないい

29%

71%

依依頼頼無無しし

３３．．事事業業場場ににおおけけるる増増しし締締めめ作作業業のの依依頼頼状状況況

４４．．増増しし締締めめのの必必要要性性にに係係るる使使用用者者のの認認識識

依依頼頼有有りり
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②大型車を取り扱う指定工場の監査時による実態調査結果（令和４年度）

100%

0

行行っってていいるる

行行っってていいなないい

10%

37%

32%

21%

認認識識ででききてていいなないい 認認識識ででききてていいるる

概概ねね認認識識ででききてていいるる

ああままりり認認識識ででききてていいなないい

５５．．ハハブブややネネジジ部部及及びびナナッットト部部のの清清掃掃やや
エエンンジジンンオオイイルル等等のの塗塗布布状状況況

６６．．使使用用限限度度にに達達ししてていいるるホホイイーールル・・ボボルルトト、、ナナッットトのの
使使用用禁禁止止にに関関すするる使使用用者者のの認認識識
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②大型車を取り扱う指定工場の監査時による実態調査結果（令和４年度）

ヒヒアアリリンンググ結結果果 管管内内計計：：３３８８事事業業場場

点点検検時時、、増増しし締締めめのの周周知知はは、、１１３３％％（（５５事事業業場場））がが周周知知ししてていい
なないい。。
初初めめてて入入庫庫すするる車車両両やや使使用用者者等等へへのの増増しし締締めめのの必必要要性性をを、、５５
％％（（２２事事業業場場））がが説説明明ししてていいなないい。。
増増しし締締めめのの必必要要性性ににつついいてて、、使使用用者者ががああままりり認認識識ででききてていいなないい
又又はは認認識識ででききてていいなないいとと回回答答ししたたののがが３３７７％％（（１１４４事事業業場場））
ハハブブややネネジジ部部及及びびナナッットト部部のの清清掃掃ややエエンンジジンンオオイイルルのの塗塗布布状状況況

ににつついいてて、、３３８８事事業業場場全全てて実実施施ししてていいるる。。
使使用用限限度度にに達達ししてていいるるホホイイーールル・・ボボルルトト、、ナナッットトのの使使用用禁禁止止をを、、
使使用用者者ががああままりり認認識識ででききてていいなないい又又はは認認識識ででききてていいなないいとと回回答答
ししたた事事業業場場がが約約半半数数（（５５３３％％））

点点検検時時にに増増しし締締めめのの必必要要性性をを使使用用者者等等にに説説明明
すするるととととももにに、、記記録録簿簿へへのの記記載載ややチチララシシ等等にによよ
りり周周知知すするるこことと。。
ハハブブややネネジジ部部及及びびナナッットト部部のの清清掃掃ややエエンンジジンンオオ
イイルルのの塗塗布布をを、、引引きき続続きき徹徹底底すするるこことと。。
使使用用限限度度にに達達ししてていいるるホホイイーールル・・ボボルルトト、、ホホイイーー
ルル・・ナナッットトはは使使用用ししなないいここととをを、、使使用用者者等等へへ周周知知
すするるこことと。。

事事業業者者のの皆皆様様へへ
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啓発動画QRコード

国土交通省YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/watch?

v=Szz2ZF7Gd_4&list=PL2RgY_hj

imJRIl2zJVaaybwEEKAmd5YVi

③大型車の適切なタイヤ脱着・保守管理作業解説動画（令和４年度）

車車輪輪脱脱落落事事故故をを起起ここししたた車車両両はは、、劣劣化化ししたたホホイイ
ーールル・・ナナッットト等等がが使使用用さされれてていいたたりり、、タタイイヤヤ脱脱
着着時時ににホホイイーールル・・ナナッットト等等のの清清掃掃やや潤潤滑滑剤剤のの
塗塗布布等等がが適適切切にに行行わわれれてていいななかかっったたりりすするる
状状況況がが明明ららかかににななりりままししたた。。
ここののよよううなな状状況況をを踏踏ままええ、、大大型型車車ユユーーザザーー等等ののタタ
イイヤヤ脱脱着着作作業業者者がが、、いいつつででもも適適切切ななタタイイヤヤ脱脱着着作作

業業手手順順やや保保守守管管理理作作業業手手順順をを確確認認ででききるるよようう、、作作
業業手手順順動動画画をを公公開開ししてておおりりまますす。。
大大型型車車のの車車輪輪のの脱脱落落はは、、大大事事故故ににつつななががりり
かかねねなないい大大変変危危険険ななももののでですす。。ここのの機機会会にに是是
非非とともも動動画画ををごご覧覧いいたただだきき、、適適切切ななタタイイヤヤ脱脱着着作作
業業、、保保守守管管理理作作業業のの実実施施ををおお願願いいししまますす。。
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自動車税種別割納税証明書の有効期限の取扱について 

 

○○納納税税証証明明書書のの変変更更点点  

納税証明書の「本書の有効期限」の下に使用期限として『この証明書は領収日付印が○年○月○

日までのものに限り使用できます』という文章が追加されています。 

 
 

 

○○領領収収日日印印のの日日付付がが「「使使用用期期限限」」をを過過ぎぎてていいるる場場合合  
有有効効なな納納税税証証明明書書ととししてて使使用用すするるここととがが出出来来なないい（（納納税税確確認認がが出出来来なないい））たためめ、、県県税税

事事務務所所ににてて納納税税確確認認をを受受けけ有有効効なな納納税税証証明明書書をを発発行行ししててももららうう必必要要ががあありりまますす。。  
 
 
※※他他都都道道府府県県のの納納税税証証明明書書ににつついいててもも同同様様にに「「使使用用期期限限」」がが記記載載さされれてていいるるももののががああ

るるたためめ、、申申請請のの際際はは領領収収日日付付印印ににつついいてて必必ずずごご確確認認下下ささいい。。  
 
※※二二輪輪車車（（ババイイクク））のの納納税税証証明明書書ににつついいててはは従従前前通通りり原原本本提提示示がが必必要要ととななりりまますす。。  
 

 

 

 

 

 

 

領領収収日日付付印印のの日日付付がが「「使使用用期期限限」」のの

範範囲囲内内ででああるるかか確確認認。。  

範範囲囲外外のの場場合合はは使使用用不不可可 

 使使用用期期限限日日をを追追加加 

11．自動車税種別割納税証明書の有効期限の取扱について
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今後、福島県ＨＰ「税務課」のページ
内の「Ｆ－ＪＮＫＳ特設サイト」にて、
利用に関する情報等を随時発信してい
く予定です。

ディーラー等 福島県（各県税部等）
①自動車のナンバー
②車台番号下４桁
③納税義務者名
を聴き取り
税務システムで確認し回答

電話照会

アナログ対応

福島県 納税確認システム

①利用者ID
②自動車のナンバー
③車台番号下４桁
を入力し検索・確認

ファイル連携 ファイル連携
ディーラー等

デジタル化

JNKS連携
ファイル

運輸支局

税 務
システム
データ

INTERNET

24h

【現在】

【導入後】

＜イメージ＞

福島県自動車税納税確認システム
【Ｆ－ＪＮＫＳ】の導入について

事業者の皆様の利便性の向上を推進するため、「福島
県自動車税納税確認システム」（通称：Ｆ－ＪＮＫＳ）
を令和５年度中（夏頃）に導入する予定です。

これにより、車検時の事前の納税確認のため、県税部
等へ電話照会を行っていたものを、インターネット上
で２４時間（メンテナンス中を除く。）いつでも確認で
きるようになります。

令和５年２月３日 福島県税務課
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福島県自動車税納税確認システム 操作マニュアル 

福福島島県県自自動動車車税税納納税税確確認認シシスステテムム

操操作作ママニニュュアアルル

令令和和５５年年６６月月２２６６日日

福福島島県県税税務務課課
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福島県自動車税納税確認システム 操作マニュアル 

  1/10 

目次

一般利用者向け操作マニュアル ......................................................................... 1 

 ログイン画面 ................................................................................................. 2 

1.1. ログイン ......................................................................................................... 2 

 パスワード変更画面 ...................................................................................... 4 

2.1. パスワード変更 .............................................................................................. 4 

 検索画面 ........................................................................................................ 6 

3.1. 車両継続検査実施可否検索 ............................................................................. 6 

3.2. クリア ............................................................................................................. 8 

3.3. 以前のパスワード変更から一定期間が経過した場合 .................................... 10 
 

 
 

福島県自動車税納税確認システム 操作マニュアル 

  2/10 

ロロググイインン画画面面  

1.1. ロロググイインン  
利用者 ID、パスワードを入力して、ログインボタンを押下します。 

 
  

福島県自動車税納税確認システム 操作マニュアル 

  5/10 

現在のパスワード、新しいパスワード、新しいパスワード（再入力）を入力して、パスワ

ード変更ボタンを押下します。パスワードを変更する旨の確認メッセージが表示されるの

で「OK」を押下します。 
新しいパスワードは英数字混在かつ、8 桁以上を入力する必要があります。 

 
 

検索画面を表示します。「3.1 車両継続検査実施可否検索」の手順で検索を実施します。 
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福島県自動車税納税確認システム 操作マニュアル 

  3/10 

初回ログインの場合は、パスワード変更画面を表示します。「2.1 パスワード変更」の手

順でパスワードを変更します。 

 
 

2 回目以降のログインの場合は、パスワード変更画面は表示されず、検索画面に遷移しま

す。「3.1 車両継続検査実施可否検索」の手順で検索を実施します。 

 
 

福島県自動車税納税確認システム 操作マニュアル 

  5/10 

現在のパスワード、新しいパスワード、新しいパスワード（再入力）を入力して、パスワ

ード変更ボタンを押下します。パスワードを変更する旨の確認メッセージが表示されるの

で「OK」を押下します。 
新しいパスワードは英数字混在かつ、8 桁以上を入力する必要があります。 

 
 

検索画面を表示します。「3.1 車両継続検査実施可否検索」の手順で検索を実施します。 
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福島県自動車税納税確認システム 操作マニュアル 

  4/10 

パパススワワーードド変変更更画画面面  

2.1. パパススワワーードド変変更更  
ログイン画面から利用者 ID、パスワードを入力して、パスワード変更リンクを押下しま

す。 

 
 
  

福島県自動車税納税確認システム 操作マニュアル 

  5/10 

現在のパスワード、新しいパスワード、新しいパスワード（再入力）を入力して、パスワ

ード変更ボタンを押下します。パスワードを変更する旨の確認メッセージが表示されるの

で「OK」を押下します。 
新しいパスワードは英数字混在かつ、8 桁以上を入力する必要があります。 

 
 

検索画面を表示します。「3.1 車両継続検査実施可否検索」の手順で検索を実施します。 

 

福島県自動車税納税確認システム 操作マニュアル 

  5/10 

現在のパスワード、新しいパスワード、新しいパスワード（再入力）を入力して、パスワ

ード変更ボタンを押下します。パスワードを変更する旨の確認メッセージが表示されるの

で「OK」を押下します。 
新しいパスワードは英数字混在かつ、8 桁以上を入力する必要があります。 

 
 

検索画面を表示します。「3.1 車両継続検査実施可否検索」の手順で検索を実施します。 
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福島県自動車税納税確認システム 操作マニュアル 

  5/10 

現在のパスワード、新しいパスワード、新しいパスワード（再入力）を入力して、パスワ

ード変更ボタンを押下します。パスワードを変更する旨の確認メッセージが表示されるの

で「OK」を押下します。 
新しいパスワードは英数字混在かつ、8 桁以上を入力する必要があります。 

 
 

検索画面を表示します。「3.1 車両継続検査実施可否検索」の手順で検索を実施します。 

 

福島県自動車税納税確認システム 操作マニュアル 

  5/10 

現在のパスワード、新しいパスワード、新しいパスワード（再入力）を入力して、パスワ

ード変更ボタンを押下します。パスワードを変更する旨の確認メッセージが表示されるの

で「OK」を押下します。 
新しいパスワードは英数字混在かつ、8 桁以上を入力する必要があります。 

 
 

検索画面を表示します。「3.1 車両継続検査実施可否検索」の手順で検索を実施します。 

 福島県自動車税納税確認システム 操作マニュアル 

  6/10 

検検索索画画面面  

3.1. 車車両両継継続続検検査査実実施施可可否否検検索索  
登録番号、車台番号の下 4 桁を入力して、検索ボタンを押下します。同時に最大 10 台の

検索が可能です。 
 

※検索ボタン押下前の画面イメージ 
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福島県自動車税納税確認システム 操作マニュアル 

  5/10 

現在のパスワード、新しいパスワード、新しいパスワード（再入力）を入力して、パスワ

ード変更ボタンを押下します。パスワードを変更する旨の確認メッセージが表示されるの

で「OK」を押下します。 
新しいパスワードは英数字混在かつ、8 桁以上を入力する必要があります。 

 
 

検索画面を表示します。「3.1 車両継続検査実施可否検索」の手順で検索を実施します。 

 

福島県自動車税納税確認システム 操作マニュアル 

  7/10 

検索条件に合致する自動車が車検可の場合は結果項目に「〇」が表示されます。一方、車

検不可の場合、「×」が表示されます。入力した登録番号、車台番号に合致する自動車が見

つからない場合等は「―」を表示します。３回連続して不正な車台番号で検索を実行した場

合、その登録番号については一定時間「★」が表示されます。 
 

※検索ボタン押下後の画面イメージ 

 
 

 
 
   

福島県自動車税納税確認システム 操作マニュアル 

  8/10 

3.2. ククリリアア  
検索画面には「結果のみクリア」ボタン、「クリア」ボタンがあります。 
「結果のみクリア」ボタンを押下した場合は、結果のみをクリアします。 

 
※結果のみクリアボタン押下後の画面イメージ 
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福島県自動車税納税確認システム 操作マニュアル 

  5/10 

現在のパスワード、新しいパスワード、新しいパスワード（再入力）を入力して、パスワ

ード変更ボタンを押下します。パスワードを変更する旨の確認メッセージが表示されるの

で「OK」を押下します。 
新しいパスワードは英数字混在かつ、8 桁以上を入力する必要があります。 

 
 

検索画面を表示します。「3.1 車両継続検査実施可否検索」の手順で検索を実施します。 

 

福島県自動車税納税確認システム 操作マニュアル 

  9/10 

「クリア」ボタンを押下した場合は、登録番号、車台番号、結果すべてをクリアします。 
 

※クリアボタン押下後の画面イメージ 

 
 

 
   

福島県自動車税納税確認システム 操作マニュアル 

  10/10 

3.3. 以以前前ののパパススワワーードド変変更更かからら一一定定期期間間がが経経過過ししたた場場合合  
以前のパスワード変更日から 365 日が経過した場合、下図のようなパスワード変更を促

すメッセージが表示されます。ログイン画面の「パスワード変更」よりパスワードの変更を

実施してください。なお、当該メッセージ表示された場合でも各機能は通常どおり利用する

ことができます。 
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12．検査対象軽自動車の自動車検査証の電子化について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和6年1月～
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独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規程
　　　　　　　　　　　　　　　　　（抜粋） 

別表 4（最終改正：第 13次） 

1 / 1 

別別表表 44（（77--1111 関関係係））  

ロローードドイインンデデッッククススにに対対応応すするる負負荷荷能能力力  

ロードイン

デックス 

負荷能力 

（kg） 

ロードイン

デックス 

負荷能力 

（kg） 

ロードイン

デックス 

負荷能力 

（kg） 

ロードイン

デックス 

負荷能力 

（kg） 

0 45 51 195 101 825 151 3,450 

1 46.2 52 200 102 850 152 3,550 

2 47.5 53 206 103 875 153 3,650 

3 48.7 54 212 104 900 154 3,750 

4 50 55 218 105 925 155 3,875 

5 51.5 56 224 106 950 156 4,000 

6 53 57 230 107 975 157 4,125 

7 54.5 58 236 108 1,000 158 4,250 

8 56 59 243 109 1,030 159 4,375 

9 58 60 250 110 1,060 160 4,500 

10 60 61 257 111 1,090 161 4,625 

11 61.5 62 265 112 1,120 162 4,750 

12 63 63 272 113 1,150 163 4,875 

13 65 64 280 114 1,180 164 5,000 

14 67 65 290 115 1,215 165 5,150 

15 69 66 300 116 1,250 166 5,300 

16 71 67 307 117 1,285 167 5,450 

17 73 68 315 118 1,320 168 5,600 

18 75 69 325 119 1,360 169 5,800 

19 77.5 70 335 120 1,400 170 6,000 

20 80 71 345 121 1,450 171 6,150 

21 82.5 72 355 122 1,500 172 6,300 

22 85 73 365 123 1,550 173 6,500 

23 87.5 74 375 124 1,600 174 6,700 

24 90 75 387 125 1,650 175 6,900 

25 92.5 76 400 126 1,700 176 7,100 

26 95 77 412 127 1,750 177 7,300 

27 97.5 78 425 128 1,800 178 7,500 

28 100 79 437 129 1,850 179 7,750 

29 103 80 450 130 1,900 180 8,000 

30 106 81 462 131 1,950 181 8,250 

31 109 82 475 132 2,000 182 8,500 

32 112 83 487 133 2,060 183 8,750 

33 115 84 500 134 2,120 184 9,000 

34 118 85 515 135 2,180 185 9,250 

35 121 86 530 136 2,240 186 9,500 

36 125 87 545 137 2,300 187 9,750 

37 128 88 560 138 2,360 188 10,000 

38 132 89 580 139 2,430 189 10,300 

39 136 90 600 140 2,500 190 10,600 

40 140 91 615 141 2,575 191 10,900 

41 145 92 630 142 2,650 192 11,200 

42 150 93 650 143 2,725 193 11,500 

43 155 94 670 144 2,800 194 11,800 

44 160 95 690 145 2,900 195 12,150 

45 165 96 710 146 3,000 196 12,500 

46 170 97 730 147 3,075 197 12,850 

47 175 98 750 148 3,150 198 13,200 

48 180 99 775 149 3,250 199 13,600 

49 185 100 800 150 3,350 200 14,000 

50 190       
 

14．ロードインデックス表＆計算例
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座席重心中心 座席重心中心 座席重心中心

1,000mm

1,800mm

2,800mm

軸距 2,700mm 1300mm
前輪シングルタイヤ 後輪シングルタイヤ
215/45R17  87W 215/45R17  87W

表１（諸元）

kg
kg
kg

表２

kg kg kg
mm kg kg kg
mm kg kg kg
mm kg kg kg

kg kg kg
％ ％

・前後軸タイヤ荷重オーバー

厚さ 30mm

荷台長 1,500mm
座席重心中心

900mm

軸距 mm 1,110ｍｍ

前輪シングルタイヤ 後輪シングルタイヤ
表１（諸元）

kg
kg kg
kg kg
kg kg

kg
表２

kg kg kg
mm kg kg kg
mm kg kg kg

kg kg kg
％ ％

・後軸タイヤ荷重オーバー

110

2,910
最大積載量 1,000
車両総重量

積車時タイヤ負荷率

車両重量 950 850 1,800
乗車定員 1,500

-330
70

-140
880
46

40
1,140
2,030

107

後軸オフセット 前軸 後軸 計

乗車定員 ２人
最大積載量 1,000

2,200
和 1,800 車両総重量 3,400

車両重量 後軸 850 許容限度 後軸重

車体の形状 ボンネット タイヤ許容荷重(1本あたり) 950
前軸 950 前軸重 1,200

種別・用途 普通・貨物 タイヤサイズ 前輪・後輪 195/65R16　106/104

種別・用途 普通・乗用 タイヤ許容荷重(LI87) 545kg

2列目 3人
車体の形状 ステーションワゴン 1列目 2人

前輪

2,430

40
110

3列目
1,990

後軸オフセット 前軸 後軸

3人
乗車定員

合計 8人

計

1,080
後輪 910
和

車両重量

170
1,230

2,400

計　算　例　１

計　算　例　２

110

車両重量 1,080 910 1,990

車両総重量
乗車定員(3列目)

乗車定員(1列目)
乗車定員(2列目)

積車時タイヤ負荷率

1,700
900

-100

70
55
-5

1,200
113

110
165
165
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15．主な車検の有効期間及び定期点検間隔一覧表
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低低圧圧進進相相ココンンデデンンササからの火災は、例年梅雨の時季から暑さが続く秋ごろにかけ

て多発する傾向があります。 

 出火原因のほとんどが長年の使用による絶絶縁縁劣劣化化でで発発熱熱し、火災になっています。 

 低圧進相コンデンサの耐耐用用年年数数はは約約 1100 年年です。10 年を過ぎたものは経年劣化によ

る火災の危険があるため早めに交換しましょう。 

 また、1975 年（昭和 50 年）以前に製造された低圧進相コンデンサは、安全装置が

内蔵されていないため、特に火災となる可能性があります。 

 

 

 

 低圧進相コンデンサからの火災は、管内のほか全国的にも度々発生しており、建物

を使用していない、また電気機器を使用していない場合でも、電気が通っていれば発

生するおそれがあります。 

建物や電気機器を使用していない場合は、メインブレーカーを切って、低圧進相コ

ンデンサに電圧がかからないようにしましょう。 

 この機会に、工場や店舗、倉庫などの分電盤に古い低圧進相コンデンサが使用され

ていないか確認しましょう。 

 廃業した工場や店舗などの建物で、現在は住宅として利用している場合などは、特

に注意をお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 

低低圧圧進進相相ココンンデデンンササかかららのの火火災災にに注注意意！！  

郡山消防ＨＰ 

詳しくはこちら 

郡山消防署 
− 80 − − 81 −− 80 −

 
 
 



電電子子制制御御装装置置整整備備のの認認証証追追加加申申請請時時ににおおけけるる  

届届出出様様式式及及びび添添付付書書類類チチェェッッククシシーートト  

 
 

・第２号様式（認証変更申請用）６枚                  □□ 

 

・第４号様式（整備主任者選任・変更用）１枚              □□  
※※当当会会ＨＨＰＰよよりり様様式式及及びび記記載載例例ダダウウンンロローードド可可能能  
 

・認証書（原本）                           □□ 

 ※紛失してしまった場合は、紛失届の提出が必要 

 

・整備用スキャンツールの写真（全体及びバージョン情報がわかるもの）  □□ 
※※下下記記 UURRLL よよりり対対象象ススキキャャンンツツーールル  リリスストト及及びびババーージジョョンン情情報報確確認認可可能能  
https://www.jamta.com/scan-tool-list 
 

・水準器の写真                            □□ 

 

・電子制御装置整備に必要な情報の入手に係る契約書等          □□ 

 ※FAINES より入手する場合は不要です。当会にて契約状況の照会をします。 

 

・整備主任者等資格取得講習 修了証（写）又は１級整備士合格証書（写） □□ 

 
・法人の場合 ― 商業登記簿謄本（発行後３月以内の原本）        □□ 
 ※役員の変更がない場合はコピーでも可 
 
・個人の場合 ― 住⺠票（発行後３月以内の原本）            □□  

  

 

※※申申請請内内容容にによよっってて上上記記のの添添付付書書類類のの他他、、必必要要にに応応じじてて求求めめるるここととががあありりまますす。。  

各各 33 部部提提出出  

16．電子制御装置整備の認証追加申請時における 　　　
届出様式及び添付書類チェックシートについて
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様式ダウンロード方法について

 ①当会ホームページトップより「自動車整備事業関係（申請・届出）様式」をクリック

 ②各種様式が表示されます

17．様式ダウンロード方法について
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18．定期点検実施時の点検方法の見直しに伴う記録簿記載例について
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